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厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 

総合研究報告書 

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」のあり方に関する医療政策的研究 

（H30-健やか-一般-002） 

研究代表者 前田恵理 秋田大学大学院医学系研究科 衛生学・公衆衛生学講座 准教授 

研究要旨：わが国では、結婚・出産年齢の上昇とともに不妊治療へのニーズは増大してい

る。本研究では、より効果的かつ効率的な「不妊に悩む方への特定治療支援事業」（以下、特

定不妊治療費助成事業）のあり方について、主に助成対象範囲、医療機関指定や症例登録等

を通じた生殖補助医療（ART）の質の保障、適切な情報提供の 3 つの観点から疫学研究およ

び海外調査を実施した。助成対象範囲については、日本産科婦人科学会生殖データベース分

析から、特定不妊治療費助成事業の年齢制限には若年での治療の推進に一定の効果があった

ことが示唆された。若い年齢層に重点的な支援を行う東京都不妊検査等助成事業の導入後、

特定不妊治療費助成事業の妻の年齢がわずかに下がった可能性も示唆された一方で、年齢制

限を設けずに独自助成をしている高知県では、高齢の ART 実施件数・助成件数とも増加傾向

にあった。都道府県別「35 歳未満の ART 助成利用率」には大きな開きがあり、平均世帯収入

やソーシャル・キャピタルと関連していた。そこで埼玉県内の助成受給者情報と日産婦 ART-

DB をリンケージして解析したところ、高所得群に比べて低所得群では申請中断者の割合が高

く、累積妊娠率は低い傾向にあった。第 15 回出生動向基本調査の解析から、不妊に悩んだ経

験があっても受療したことがない潜在的不妊患者の割合が低所得層で多いことが示され、所

得は初診、治療継続の双方と関連することも示された。コンジョイント分析では特に自己負

担額が生殖補助医療の受療意思に影響していたが、世帯年収の高い者は、どの自己負担額に

おいても一貫して受療意思が高く、特に 50 万円を超える自己負担額では、世帯年収が高い者

で自己負担額増加に伴う受療意思低下が緩和されていた。徳島大学・秋田大学の院内データ

ベースから ART 妊娠歴と累積妊娠率の関連を検討したところ ART 妊娠歴があり 40 歳未満で

治療を再開した場合は、妊娠歴の無い症例と同等以上の妊娠率が期待できる可能性が示唆さ

れた。日産婦 ART-DB を用いて、子宮内膜調整法別の周産期リスク等、安全な ART に関する

疫学研究も実施した。社会文化的背景に共通点の多い台湾、韓国における不妊治療支援政策

は、わが国での保険適用範囲の拡大を考えるにあたって有用であった。 

医療機関指定や症例登録等を通じた生殖補助医療（ART）の質の保障について、都道府県等

の認定審査体制の調査を行ったところ、生殖医療専門医が実地審査に携わる都道府県等は少な

く、認定審査の形骸化が懸念された。認定審査を形式的なものでなく、医療の質を高める一つ

の手段として位置付けていく必要がある。 

最後に潜在的不妊患者への情報提供の試みとして、アニメーション動画を作成した。医療

機関と里親支援組織の連携にむけても、不妊夫婦への里親委託・特別養子縁組の情報提供の

課題抽出を行った。本研究から、不妊に悩む方への支援にについて幅広い知見が得られた。 
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前田恵理 （秋田大学大学院医学系研究科

衛生学・公衆衛生学講座准教授） 

 

研究分担者 

石原 理 （埼玉医科大学産科婦人科教授） 

小林廉毅 （東京大学大学院医学系研究科

公衆衛生学教授） 

寺田 幸弘（秋田大学大学院医学系研究科

産婦人科学講座教授） 

桑原 章 （徳島大学産科婦人科専門研究

員） 
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Ａ.研究目的 

わが国では、結婚・出産年齢の上昇とと

もに不妊治療へのニーズは増大している。

本研究では、疫学研究や諸外国の公費負担

制度の調査等の医療政策的研究を通じて、

より効果的かつ効率的な「不妊に悩む方へ

の特定治療支援事業」（以下、特定不妊治

療費助成事業）のあり方を検討した。 

 

Ｂ．研究方法 および Ｃ．研究結果 

（倫理面への配慮） 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指

針を遵守し、対象となる研究については所

属研究機関の研究倫理委員会の承認を得て

実施した。 

 

2018 年度 

特定不妊治療費助成事業の実施主体に対す

る調査を行い、治療ステージ別の単価（体

外受精による新鮮胚移植は約 38 万円、融

解胚移植は約 16 万円等）を得るととも

に、女性の年齢別助成件数・人数、自治体

単独の公費負担制度実施状況等、今後の医

療経済学的検討の基礎資料を入手した。 

調査結果に基づき行った地域相関研究か

ら、都道府県別 35 歳未満の ART 助成利用

率は都道府県間で大きな開きを認め、平均

世帯収入やソーシャル・キャピタルと関連

していることが示唆された。 

妻が 35 歳未満の場合に限り不妊検査等

助成を実施する東京都では、事業の広報開

始後の特定不妊治療費助成事業の妻の年齢

がわずかであるが有意に低くなっていた。 

徳島大学と秋田大学では、ART 妊娠歴と

累積妊娠率の関連について疫学研究を実施

した。いずれの研究でも初回移植時の妊娠

率は ART 妊娠歴のある群の方が ART 妊娠

歴のない群より高い傾向にあり、特に若い

年齢層でその傾向が認められた。 

わが国と同様、助成形式で公費負担を行

う諸外国として台湾の訪問調査を行った。

台湾では人工生殖法に基づき、生殖補助医

療の規制と管理が実施されており、わが国

が台湾の法制度に学ぶ点は多いと考えられ

た。一方で、予算の制約があるなか実施さ

れている「低収入世帯及び中低収入世帯の

生殖補助医療費助成事業」は、治療費全額

を上限付きで補助する仕組であり、定額を

超過した場合に医療機関側が損失を被る可

能性があるため機能していなかった。 
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2019 年度 

第 15 回出生動向基本調査（夫婦調査）の

二次分析から、高所得層は不妊の検査・治

療を受ける可能性が高いことが示され、埼

玉県特定不妊治療費助成事業受給者の個票

情報から累積妊娠率は、所得が低い群で高

い群と比べ有意に低く、累積妊娠率の差の

要因の一つに所得が低い群における高い申

請中断率が考えられた。 

今年度の訪問調査先の韓国では、不妊治

療の保険適用化を含む強力な経済的支援を

実施し、同時に保険制度を活用した登録制

の基盤を構築していたが、最近の不妊治療

のデータは未公表であった。韓国の不妊治

療の保険適用化は、健康保険審査評価院に

よる厳しい保険適用基準と医療機関評価を

伴っていた。 

日本産科婦人科学会の生殖データの解

析から、子宮内反症の多くがホルモン補充

周期における凍結融解胚移植で発症してい

ること、全症例が経腟分娩で発症している

ことが明らかとなり、生殖医療を推進した

場合に周産期医療全体にどのような影響を

及ぼしうるのか、継続的な評価が必要であ

る。 

特定不妊治療実施医療機関の認定審査

において生殖医療専門医が同行する実地審

査を行っているのは 24都道府県等にとどま

り、現行の認定審査の形骸化が懸念された。 

 

2020年度 

2012年～2016年の日本産科婦人科学会

生殖データによると、年齢制限完全実施で

36歳以下の若い年齢層の治療周期は有意 

に増加し、40～45歳の治療は有意に減少

していた。県単独事業により年齢制限を設

けない高知県の医療機関と全国の 2018年

までの公表データの解析からも同様の結果

が得られた。 

埼玉県のデータを用いた助成回数ごと年

齢別累積生産率の検討では、6回の申請あ

たりの累積生産率は 35歳未満で 58.4％、

35-39歳で 49.3％、3回まで助成金が認め

られている 40-42歳では 17.2％であっ

た。多変量解析においては年齢のみが唯一

生産と関連する患者背景要因で、年齢と累

積生産率の関係は明らかであった。 

コンジョイント分析では、世帯年収の高

い者は、どの自己負担額でも一貫して受療

意思が高かった一方で、所得制限付きの助

成金額によっては高収入者と低～中収入者

の受療選択確率が逆転する可能性も示され

た。 

2017年から生殖補助医療を保険適用化

している韓国で 2018年に実施された生殖

補助医療件数は 101,655件であったが、治

療成績については非公表で、政策評価に関

わる情報は開示されていなかった。本邦で

も自律的な質向上につながるような医療機

関の認定審査体制や、政策の効果検証が可

能な仕組みを維持するためのモニタリング

について、継続的な改善や維持が必要であ

る。 

子宮内膜調整法が周産期予後に及ぼす影

響に関する研究から、ホルモン補充周期に

おける凍結融解胚移植では自然排卵周期で

の移植と比較して分娩の進行が滞るリスク

が高いことが明らかとなった。生殖補助医

療を推進した場合の周産期医療全体への影

響について継続的な評価が今後とも必要で

ある。 
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里親・特別養子縁組制度の情報提供につ

いては、医療機関での生殖補助医療説明会

でのアンケートから、医療者が情報提供を

一定程度行えるような研修、パンフレット

等の資料や福祉専門家等との連携といった

準備、情報提供に否定的な患者に対する心

理社会学的支援体制が両制度の普及を促進

していくと考えられた。情報提供経験者へ

の半構造化面接からは、①不妊治療機関は

治療開始前あるいは治療初期段階で里親・

養子縁組に関する情報を提供すること、②

患者によって情報を必要とするタイミング

は異なるため、情報の濃度を変えて複数回

提供することが望ましい、③具体的な情報

提供や説明会のあり方については、児童相

談所やその主管課、民間養子縁組あっせん

機関などと検討し、連携・協働する必要が

ある、④不妊治療を経て子どもを授かった

養親当事者の方の話を聴く機会、家族と交

流する機会を提供すること、⑤カウンセリ

ングの提供により夫婦の意識共有を促すこ

とについて提言できる。 

 

Ｄ．考察 および Ｅ．結論 

2012 年から 2016 年までの日本産科婦人

科学会生殖データの分析から、特定不妊治

療費助成事業の年齢制限には、若年での治

療の推進に一定の効果があったと考えられ

た。若い年齢層に重点的な支援を行う東京

都不妊検査等助成事業の導入後、特定不妊

治療費助成事業の妻の年齢がわずかに下が

った可能性も示唆された。高知県の医療機

関と全国の 2018 年までの生殖データ（公表

データ）の解析からも生殖補助医療助成制

度における年齢制限は、一定の効果を示し

ており、より若い年齢での治療開始、治療の

ステップアップの動機付けにもなっている

と推測された。 

埼玉県のデータを用いた助成回数ごと年

齢別累積生産率の検討では、本邦で初めて

特定治療支援事業の助成回数ごとの年齢別

累積生産率を算出した。6 回の申請あたりの

累積生産率は 35 歳未満で 58.4％、35-39 歳

で 49.3％、3 回まで助成金が認められてい

る 40-42 歳では 17.2％であった本研究にお

いても、年齢と累積生産率の関係は明らか

であり、多変量解析においても年齢のみが

唯一生産と関連する患者背景要因であった。 

以上より、挙児希望のある夫婦が早い年

齢で生殖補助医療にすすむことを後押しす

るような制度づくりが重要である。 

なお、不妊症の早期検査・治療を促すアニ

メーション動画「妊活入門アニメ・プレニン

カツ」は YouTube にて公開中であり、妊活

開始前～不妊検査の受診前の若い夫婦が視

聴する機会を増やすため、関係者への周知

を行っている。本動画が実際に、心理的障壁

を軽減し、受診の増加に寄与しうるか、今後

は介入研究を通じて検証する予定である。 

第 15 回出生動向基本調査（夫婦調査）の

二次分析から、高所得層は不妊の検査・治

療を受ける可能性が高いことが示された。

コンジョイント分析では特に自己負担額が

生殖補助医療の受療意思に影響していたが、

世帯年収の高い者は、どの自己負担額にお

いても一貫して受療意思が高く、特に 50 万

円を超える自己負担額では、世帯年収が高

い者で自己負担額増加に伴う受療意思低下

が緩和されていた。埼玉県特定不妊治療費

助成事業受給者の個票情報から累積妊娠率

は、所得が低い群で高い群と比べ有意に低

く、累積妊娠率の差の要因の一つに所得が
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低い群における高い申請中断率が考えられ

た。不妊検査助成等の「入り口」からの経済

的支援や保険適用範囲拡大による経済的負

担の軽減と支援策の周知等について検討す

るとともに、治療の障壁となる社会的要因

についても調査が必要である。 

ART 妊娠歴と累積妊娠率の関連について

初回移植時の妊娠率はART妊娠歴のある群

の方がART妊娠歴のない群より高い傾向に

あり、特に若い年齢層でその傾向が認めら

れた。ART 妊娠歴があり若い年齢（40 歳未

満）で治療を再開した場合は、妊娠歴の無い

症例と同等以上の妊娠率が期待できる可能

性が示唆された。2021 年 1 月から 1 子ごと

のカウントとなっており、将来的には助成

実績等から、転院によるバイアスを含まな

いデータ解析も可能かもしれない。 

社会文化的背景に共通点の多い台湾、韓

国における不妊治療支援政策は、わが国で

の保険適用範囲の拡大を考えるにあたって

も有用であった。また、子宮内膜調整法が

周産期予後に及ぼす影響に関する研究では

ホルモン補充周期における凍結融解胚移植

では自然排卵周期での移植と比較して分娩

の進行が滞るリスクが高いことが明らかと

なった。生殖医療が分娩の進行に影響を及

ぼすことを示しており、生殖医療の内容に

応じた厳重な周産期管理が必要であること

を裏付けた。生殖医療と周産期医療は不分

離であるため、生殖補助医療を推進した場

合に周産期医療全体にどのような影響を及

ぼしうるのか、継続的な評価が今後とも必

要である。 

都道府県等の認定審査体制の調査では、

生殖医療専門医が実地審査に携わる都道府

県等は少なく、認定審査の形骸化が懸念さ

れた。認定審査を形式的なものでなく、医療

の質を高める一つの手段として位置付けて

いく必要がある。 

里親・特別養子縁組に関する医療機関で

の情報提供のあり方については生殖補助医

療の説明会で患者、医療者、福祉専門家を対

象に行ったアンケート調査から、生殖医療

施設が特別養子縁組制度・里親制度の情報

提供をおこなうことに賛同は得られそうだ

が、適用と心理支援を明確にする必要があ

ると考えられた。医療者は患者の心理面に

及ぼす影響を心配し、その心理面、情報知識

面からの支援体制の不足を障壁と考えてい

た。医療者が両制度の情報提供をある程度

行えるように研修を積み、パンフレットな

どの資料や福祉専門家などとの連携も準備

することが両制度の普及のために必要であ

ると考えられた。また、関係者への半構造化

面接からは、①不妊治療機関は治療開始前

あるいは治療初期段階で里親・養子縁組に

関する情報を提供すること、②患者によっ

て情報を必要とするタイミングは異なるた

め、情報の濃度を変えて複数回提供するこ

とが望ましい、③具体的な情報提供や説明

会のあり方については、児童相談所やその

主管課、民間養子縁組あっせん機関などと

検討し、連携・協働する必要がある、④不妊

治療を経て子どもを授かった養親当事者の

方の話を聴く機会や、そうした家族と交流

する機会を提供すること、⑤カウンセリン

グの提供により、夫婦の意識共有を促す事

が提言できる。 

 

Ｆ．健康危険情報 

  なし 
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Ｇ．研究発表 

1.  論文発表 

Jwa SC, Nakashima A, Kuwahara A, Saito K, 

Irahara M, Sakumoto T, Ishihara O, Saito 

H. Neonatal outcomes following different 

ovarian stimulation protocols in fresh 

single embryo transfer. Sci Rep. 2019 Feb 

28;9(1):3076. 

Ishihara O, Jwa SC, Kuwahara A, Ishikawa T, 

Kugu K, Sawa R, Banno K, Irahara M, 

Saito H: Assisted reproductive technology 

in Japan: a summary report for 2016 by 

the Ethics committee of the Japan Society 

of Obstetrics and Gynecology. Reprod 

Med Biol.2018;1-

10,wileyonlinelibrary.com/journal/rmb 

DOI: 10.1002/rmb2.12252. 

Jwa SC, Jwa J, Kuwahara A, Irahara M, 

Ishihara O, Saito H. Male subfertility and 

the risk of major birth defects in children 

born after in vitro fertilization and 

intracytoplasmic sperm injection: a 

retrospective cohort study. BMC Pregnancy 

Childbirth. 2019;19(1):192. 

 Ishihara O, Jwa SC, Kuwahara A,Katagiri Y, 

Kuwabara Y, Hamatani T, Harada T, 

Ichikawa T. Assisted reproductive 

technology in Japan: a summary report for 

2017 by the Ethics committee of the Japan 

Society of Obstetrics and Gynecology. 

Reprod Med Biol, 2019 Nov 21;19(1):3-12.  

Saito K, et al. Endometrial preparation methods 

for frozen-thawed embryo transfer are 

associated with altered risks of 

hypertensive disorders of pregnancy, 

placenta accreta, and gestational diabetes 

mellitus. Human reproduction 2019; 

34:1567–1575. 

Saito K, Kuwahara A, Ishikawa T, Morisaki N, 

Miyado M, Miyado K, Fukami M, 

Miyasaka N, Ishihara O, Irahara M, Saito 

H. Reply: Artificial cycle 'per se' or the 

specific protocol of endometrial 

preparation as responsible for obstetric 

complications of frozen cycle? Human 

reproduction 2019; 34:2554-2555. 

Ishihara O, Jwa SC, Kuwahara A,Katagiri Y, 

Kuwabara Y, Hamatani T, Harada T, 

Ichikawa T. Assisted reproductive 

technology in Japan: a summary report for 

2018 by the Ethics committee of the Japan 

Society of Obstetrics and Gynecology. 

Reprod Med Biol, 2020 Nov 20;20(1):3-

12. doi: 10.1002/rmb2.12358.. 

Ishihara O, Klein BM, Arce JC: Randomized, 

assessor-blind, antimullerian hormone-

stratified, dose-response trial in Japanese 

in vitro fertilization/intracytoplasmic 

sperm injection patients undergoing 

controlled ovarian stimulation with 

follitropin delta. Fertil Steril 2020 Nov 

30:S0015-0282(20) 32631-5. doi: 

10.1016/j.fertnstert.2020.10.059. 

Jwa SC, Seto S, Takamura M, Kuwahara A, 

Kajihara T, Ishihara O. Ovarian 

stimulation increases the risk of ectopic 

pregnancy for fresh embryo transfers: an 

analysis of 68,851 clinical pregnancies 

from the Japanese Assisted Reproductive 

Technology registry. Fertil Steril. 

2020;114(6):1198-1206. 

Seto S, Jwa SC, Namba A, Indo A, Kajihara, T, 
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Ishihara O. Klebsiella pneumoniae-

induced pyogenic liver abscess secondary 

to oocyte pick-up. Taiwan J Obstet 

Gynecol. 2021 (in press). 

Tamura S, Jwa SC*, Tarumoto N, Ishihara O. 

Septic Shock Caused by Fusobacterium 

Necrophorum after Sexual Intercourse 

during Recovery from Infectious 

Mononucleosis in an Adolescent: A Case 

Report. J Pediatr Adolesc Gynecol. 

2020;33(5):566-569. 

Ichikawa D, Jwa SC, Seto T, Tarumoto N, Haga 

Y, Kohno K, Okagaki R, Ishihara O, 

Kamei Y. Successful treatment of severe 

acute respiratory distress syndrome due to 

Group A streptococcus induced toxic 

shock syndrome in the third trimester of 

pregnancy-effectiveness of venoarterial 

extracorporeal membrane oxygenation: A 

case report. J Obstet Gynaecol Res. 

2020;46(1):167-172. 

Iba A, Maeda E, Jwa SC, Yanagisawa-Sugita A, 

Saito K, Kuwahara A, Saito H, Terada Y, 

Ishihara O, Kobayashi Y. Household 

income and medical help-seeking for 

fertility problems among a representative 

population in Japan. Reprod Health 

18:165, 2021. 

Jwa SC, Ishihara O, Kuwahara A, Saito K, 

Saito H, Terada Y, Kobayashi Y, Maeda E. 

Cumulative live birth rate according to the 

number of receiving governmental 

subsidies for assisted reproductive 

technology in Saitama Prefecture, Japan: A 

retrospective study using individual data 

for governmental subsidies. Reprod Med 

Biol 20:451-459, 2021. 

Jwa SC, Ishihara O, Kuwahara A, Saito K, 

Saito H, Terada Y, Kobayashi Y, Maeda E. 

Social capital and use of assisted 

reproductive technology in young couples: 

Ecological study using application 

information for government subsidies in 

Japan. SSM - Population Health. 

16:100995, 2021. 

Ishihara O, Banker M, Fu B: ART Surveillance 

in Asia. Assisted Reproductive Technology 

Surveillance (Ed. By Kissin DM et al) 

p133-41, Cambridge University Press 2019 

左勝則. 多嚢胞性卵巣におけるアロマタ

ーゼ阻害薬レトロゾールによる排卵誘

発. 医学書院. 臨床婦人科産科. 2019. 

73. 12. p1217-1221.  

左勝則、石原理. 今すぐ知りたい！不妊治

療 Q & A- 基礎理論から Decision 

Making に必要なエビデンスまで. (久慈

直昭ら編)(分担執筆) 医学書院. P326-

327. 2019 

石原理 生殖医療のこれからの課題 医学

と薬学 76(1):53-56, 2019 

石原理 本邦の ART の成績 臨床泌尿器

科 73(13):962-6, 2019 

石原理 生殖医療と胚研究の規制のあり方 

Precision Medicine 2(14):1344-7, 2019 

左勝則、梶原健、石原理 卵巣過剰刺激症

候群 別冊 日本臨牀 領域別症候群

シリーズ No.3「内分泌症候群（第 3

版） Ⅲ –その他の内分泌疾患を含めて

-」p233-8 日本臨牀社 2019  

梶原 健, 左 勝則, 高村 将司. 子宮内膜

症をもつ患者に産婦人科処置を行う際

には骨盤内感染・卵巣膿瘍に要注意! 



9 
 

ART 手技を含めて. 臨床婦人科産科 

74 巻 6 号 Page579-583, 2020. 

左勝則、石原理 世界のガイドライン 生

殖医が知っておくべきこと、産科医が

できること 生殖と周産期のリエゾン 

(池田 智明ら編)(分担執筆)診断と治

療社. P179-184.2020 

石原理 海外における生殖医療とわが国の

法的状況 日本医師会雑誌

148(120):24232426, 2020 

前田恵理．不妊症と QOL．産科と婦人科 

88: 325-329, 2021. 

前田恵理, 石原理, 左勝則, 李廷秀, 小林廉

毅．韓国における人工授精および生殖

補助医療の公費負担状況―保険適用の

背景と影響に関する訪問調査．公衆衛

生 86:84-90, 2022 

 

2.  学会発表 

Jwa SC, Takamura M, Kuwahara A, Kajihara T, 

Ishihara O. Superiority of cumulative live 

birth rates after GnRH antagonist cycles 

relates to ovarian respons. A cycle-specific 

analysis of data from a Japanese national 

registry. ESHRE 36th annual meeting. 

(Copenhagen (oral presentation). 2020.7. 

5-7)   

Ishihara O, Zegers-Hochschild F, De Mouzon J, 

Dyer S, Mansour R, Banker M, Chambers 

G, Kupka M, Adamson GD: Single 

embryo transfer (SET) in a global 

perspective: Regional similarities and 

differences? ESHRE 36th Annual 

Meeting. Copenhagen (Virtual) 2020.7.7 

Ishihara O, Nyboe-Andersen A, Nelson SM, 

Arce J-C: Similar ovarian response with 

individualized follitropin delta dosing 

regimen in Japanese and non-Japanese 

IVF/ICSI patients. 76th ASRM Scientific 

Congress & Expo. Orland (Virtual) 

2020.10.19 

Maeda E, Jwa SC, Kumazawa Y, Saito K, Iba 

A, Yanagisawa‐Sugita A, Kuwahara A, 

Saito H, Terada Y, Fukuda T, Ishihara O, 

Kobayashi Y. Poster presentation. 

Probability of receiving assisted 

reproductive technology treatment through 

out-of-pocket payment and household 

income: A discrete choice experiment in 

Japan. The 37th Annual Meeting of the 

European Society of Human Reproduction 

and Embryology. 2021, June 26-July 1; 

Virtual. 

Yanagisawa‑Sugita A, Iba A, Maeda E, Jwa SC, 

Saito K, Kuwahara A, Saito H, Terada Y, 

Ishihara O, Kobayashi Y. Oral 

Presentation. Impact of age-limit policy 

change for assisted reproductive 

technology (ART) subsidy in Japan. The 

38th Annual Meeting of the European 

Society of Human Reproduction and 

Embryology. 2022, July 4; Milano, Italy. 

Jwa SC, Nakashima A, Kuwahara A, Saito K, 

Irahara M, Sakumoto T, Ishihara O, Saito 

H: Ovarian Stimulation Using Clomiphene 

Citrate and Adverse Perinatal Outcomes in 

Pregnancies Following Fresh Single-

Embryo Transfers. ASRM 2018 Scientific 

Congress & Expo. Denver 2018.10. 6-10. 

Jwa SC, Nakashima A, Kuwahara A, Saito K, 

Irahara M, Sakumoto T, Ishihara O, Saito 

H: Impact of ovarian stimulation protocols 
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on perinatal outcomes in fresh single-

embryo transfers: Analysis of 36,469 

singleton deliveries in Japanese Assisted 

Reproductive Technology Registry 

between 2007 and 2013. 第 70 回日本産

科婦人科学会学術講演会. 2018. 5.10-13 

Maeda E. International Symposium. How can 

we support infertile couples without health 

insurance? Perspective from public health 
(Japan). The 37th Annual Meeting of 

Japan Society of Fertilization and 

Implantation. 2019, August 2, Tokyo 

左 勝則、難波 聡、田丸 俊輔 、桑原 

章、石原 理、亀井 良政. 生殖補助

医療後の妊娠における染色体異常例の

妊娠転帰および年次推移についての検

討. 第 6 回日本産科婦人科遺伝診療学

会学術講演会 （金沢 (オンライン)、

2020.12.9-15） 

左 勝則、石原 理、桑原 章、齊藤 和

毅、齊藤 英和、寺田 幸弘、前田 

恵理. 生殖補助医療を利用する患者の

所得と特定不妊治療支援事業利用状況

および治療内容との関連. 第 65 回日

本生殖医学会学術講演会・総会 (東京

（オンライン）、2020. 12.3-23) 

左 勝則、石原 理、桑原 章、齊藤 英

和、齊藤 和毅、寺田 幸弘、小林 

廉毅、前田 恵理. 35 歳未満女性にお

ける ART 助成金利用率に影響を及ぼ

す要因の探索. 第 30 回日本疫学会学

術総会 (京都、 2020. 2. 20-22) 

左 勝則、小林 廉毅、前田 恵理. 生殖

補助医療を利用する患者の所得と特定

不妊治療支援事業利用状況の関連. 第

79回日本公衆衛生学会総会 (京都(オ

ンライン)、2020. 10.20-22) 

前田恵理、石原理、桑原章、左勝則、齊藤

和毅、齊藤英和、寺田幸弘. 韓国・台

湾の生殖補助医療公費負担制度. 第

65 回日本生殖医学会学術講演会・総

会 (東京（オンライン）、2020. 12.3-

23) 

前田恵理、左勝則、小林廉毅. 都道府県等

における特定不妊治療実施医療機関の

認定審査状況. 第 79回日本公衆衛生

学会総会 (京都(オンライン)、2020. 

10.20-22) 

前田恵理. シンポジウム. 不妊治療の保険

適用は少子化対策となるか. 韓国・台

湾における不妊治療への経済的支援の

拡大. 第 66 回日本生殖医学会学術講

演会・総会, 2021, 米子 

左勝則, 後藤励. シンポジウム. 不妊治療

の保険適用は少子化対策となるか. 生

殖補助医療の保険適用による患者自己

負担額および医療費への影響の検討. 

第 66 回日本生殖医学会学術講演会・

総会, 2021, 米子 

 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 

総合研究報告書 

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」のあり方に関する医療政策的研究 

わが国の不妊治療と社会経済的要因に関する研究 

 

研究分担者 小林廉毅 東京大学大学院医学系研究科 公衆衛生学 教授 

研究分担者 前田恵理 秋田大学大学院医学系研究科 衛生学・公衆衛生学講座 准教授 

Ａ.研究目的 

わが国における不妊治療と社会経済的要

因との関連を明らかにするため、2018 年

度は基礎データとして、特定不妊治療費助

成事業の実施主体を対象に、特定不妊治療

費助成事業の実施状況に関する調査を行っ

た。自治体（特定不妊治療費助成事業実施

主体および区市町村）による単独の支援事

業は、不妊に対する経済的支援のあり方を

検討する上で貴重な情報であるが、全体像

を示す資料はなく、治療単価に関する公的

な調査結果も存在しなかったため、実施主

体の調査を通じた情報収集を行った。2019

年度はわが国の不妊に悩む夫婦における社

会経済的要因と受療行動の関係を明らかに

するため、第 15 回出生動向基本調査（夫

婦調査）の二次利用分析を行った。さら

に、2020 年度は、生殖補助医療のどのよ

うな特徴（属性）が患者の受療意思に影響

するか、特に費用と受療意思の関係につい

て世帯年収別にコンジョイント分析を用い

た定量的分析を行った。コンジョイント分

析は医療経済学分野で利用される手法で、

属性を少しずつ変えた仮想的な複数の財を

被験者に提示して、その財を消費するか選

択させる。その選択データから消費者がど

の属性を重視しているか分析する手法であ

る。 

 

Ｂ．研究方法 

研究要旨： 

わが国における不妊治療と社会経済的要因との関連を明らかにするため、2018年度は、

特定不妊治療費助成事業の実施主体に対する調査を行い、医療経済学的検討のための基礎

資料を入手した。治療ステージ別の単価（体外受精による新鮮胚移植は約38万円、融解胚

移植は約16万円等）の他、女性の年齢別助成件数・人数、自治体単独の公費負担制度実施

状況等について記述した。2019年度は、第15回出生動向基本調査（夫婦調査）の分析を行

い、他の関連する要因を調整後も、高所得者ほど不妊の検査・治療を受ける可能性が高い

ことを明らかにした。2020年度に実施したコンジョイント分析では、世帯年収の高い者は、

どの自己負担額でも一貫して受療意思が高いが、助成金額によっては対象外となる高収入

者と、低～中収入者で受療選択確率が逆転する可能性も示された。2021年1月から助成事業

は拡大され（助成額は30万円/回、所得制限は撤廃）、2022年4月から不妊治療の保険適用範

囲が拡がった。これらの政策により不妊治療へのアクセスおよび社会経済的要因との関係

がどのように変化していくか、今後も注視していく必要がある。  
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１．全国 115 実施主体における「不妊に悩

む方への特定治療支援事業」実施状況の調

査 

平成 30年 8月、全国の都道府県・政令

市・中核市（都道府県等）の特定不妊治療

費助成事業の事務担当者宛に調査票を送付

し、平成 29年度の治療ステージ別の助成

件数、助成人数、指定医療機関が受診等証

明書に記載した領収金額の分布、女性の年

齢別助成件数と助成人数、都道府県等と区

市町村が単独で行う公費負担事業の有無と

その内容について調査を行った。 

 

２．社会経済的要因と不妊治療の関連−出

生動向基本調査個票情報を用いた解析 

2015年 6月に実施された第 15回出生動

向基本調査（夫婦票）について、統計法第

33条第 2号に係る申出を行い、夫婦調査

の個票（有効回答数 6,598票）を取得し

た。夫婦調査は妻の年齢が 50 歳未満の夫

婦を対象（回答者は妻）とした全国標本調

査である。 

本研究では「あなた方ご夫婦は不妊につ

いて不安や悩みがありますか」（問 15）に

対し「過去に子どもができないのではない

かと心配したことがある」または「現在､

子どもができないのではないかと心配して

いる」と回答した「不妊に悩んだ経験のあ

る者」について検討した。不妊に悩んだ経

験のある者のうち「過去に検査や治療を受

けたことがある」「現在、検査や治療を受

けている」と回答した者を「受療あり」と

し、「心配はしたが、特に医療機関にかか

ったことはない」と回答した者を「受療な

し」とし、受療の有無を被説明変数、所得

を説明変数、その他の変数を共変量として

多重ロジスティック回帰分析を行った。 

 

３．コンジョイント分析による生殖補助医

療の費用と受療意思の関連の検討 

インターネット調査会社が保有する一般

国民パネルから 25歳から 44歳までの不妊

に悩む既婚女性 824人に対して、6つの属

性（自己負担額、妊娠率、副作用の可能

性、通院日数、診療時間、スタッフの対

応）で表現した生殖補助医療のシナリオを

提示し、受療意思について尋ねた。824名

の回答者から得た 16のシナリオに対する

回答 13,184個について mixed effects 

logistic regressionで解析を行った 

 

（倫理面への配慮） 

秋田大学大学院医学系研究科・医学研究

審査委員会（審査番号 2300；令和元年 9

月 20日）（審査番号 2343；令和元年 12月

20日）および東京大学大学院医学系研究

科・医学部倫理委員会（審査番号

2019270NI；令和 2年 1月 23日）の承認を

得て実施された。 

 

Ｃ．研究結果  

１．全国 115 実施主体における「不妊に悩

む方への特定治療支援事業」実施状況の調

査 

全 115都道府県等から回答を得た。平成

29年度の全国の助成件数は 139,618件、

助成人数は 87,010人であった。治療ステ

ージ別の平均領収金額は、新鮮胚移植（体

外受精）は約 38万円、新鮮胚移植（顕微

授精）は約 43万円、融解胚移植は約 16万

円であった。また、28県 35市（55％）で

実施主体単独の公費負担事業を実施してお
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り、国制度の年齢制限や所得制限を緩和す

る事業、助成回数や助成額を上乗せする事

業、不妊検査・一般不妊治療や不育症治療

に対する助成を行う事業等、内容は多岐に

わたった。区市町村の単独事業を含める

と、86％の区市町村において、住民が何ら

かの追加支援（実施主体単独あるいは区市

町村単独のいずれか）を受けられる状況に

あった。 

 

２．社会経済的要因と不妊治療の関連−出

生動向基本調査個票情報を用いた解析 

有効回答数 6,598票のうち、不妊に悩ん

だ経験のある者は 2,253人（34%）、このう

ち検査・治療を受けたことがある者（受療

あり）は 1,154人（51%）であった。世帯

所得（4階級）別にみると低所得層の 43％

から高所得層の 59％まで、所得が高いほ

ど受療の割合が高かった。受療の有無を被

説明変数、世帯所得を説明変数、その他の

変数を共変量とした多重ロジスティック回

帰分析を行うと、世帯年収 400万円未満に

対して、世帯年収 600～799万円群では調

整後オッズ比 1.37（95% 信頼区間 1.00-

1.86）、800万円以上群では調整後オッズ

比 1.78（95％信頼区間 1.29-2.47）と受療

と有意な関連を認めた。 

 

３．コンジョイント分析による生殖補助医

療の費用と受療意思の関連の検討 

生殖補助医療の受療意思には 6つの属性

全てが有意に関連しており、自己負担額が

低く、妊娠率が高く、副作用の可能性がな

く、通院日数が少なく、土日・夜間診療が

あり、スタッフの対応が親切である治療で

は有意に受療意思が上昇した。世帯年収の

高い者は、どの自己負担額においても一貫

して受療意思が高かったものの、助成金額

によっては助成対象外の高収入者と、助成

対象となる低～中収入者の受療選択確率が

逆転する可能性も示された。 

 

Ｄ．考察 

本研究で実施した特定不妊治療費助成事

業の実施状況調査では、治療ステージ別の

単価を得るとともに、女性の年齢別助成件

数・人数、自治体単独の公費負担制度実施状

況等、医療経済学的検討の基礎資料を入手

した。得られたデータは35歳未満の特定不

妊治療費助成利用率が、世帯収入やソーシ

ャル・キャピタルなどの社会的要因と関連

する可能性を示唆した地域相関研究（Jwa e

t al., 2021）に活用された他、2022年度から

の保険適用化準備にも用いられた。 

第15回出生動向基本調査（夫婦票）の分析

からは、世帯年収が高いほど他の要因を調

整後も不妊の検査・治療を受ける可能性が

有意に高いことが示された。これは海外で

の先行研究に一致する結果であり、わが国

においても、低所得層ほど、医療機関を受診

していない潜在的な不妊患者が多く存在す

る可能性が示唆された。2022年度から不妊

治療の保険適用範囲が大きく拡大されたこ

とが検査受診を含む受療行動の変化につな

がるか、検討が必要である。所得に伴う受療

行動の差は社会的理由（ヘルスリテラシー、

就労、心理的障壁など）に依る可能性も高い

ため、社会的要因についても更なる調査が

必要である。 

コンジョイント分析で調査に用いた生殖

補助医療の6つの属性（自己負担額、妊娠率、

副作用の可能性、通院日数、診療時間、スタ
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ッフの対応）はいずれも受療意思と有意な

関連を認めたが、特に自己負担額の影響は

大きかった。世帯年収の高い者は、どの自己

負担額においても一貫して受療意思が高く、

特に50万円を超える自己負担額では、世帯

年収が高い者で自己負担額増加に伴う受療

意思低下が緩和されていた。一方で助成金

額によっては、対象外の高収入者と、低～中

収入者の受療選択確率が逆転する可能性も

示された。 

2021年1月から助成事業は大幅に拡大さ

れ（助成額は30万円/回、所得制限は撤廃）、

2022年4月から生殖補助医療も保険適用化

された。これらの政策により不妊治療への

アクセス、そして社会経済的要因との関係

がどのように変化していくか注視する必要

がある。 

 

Ｅ．結論 

本研究から、わが国においても世帯年収

が高いほど不妊に関する検査・治療を受け

る確率が高いことが示され、医療機関を受

診していない潜在的な不妊患者が低所得層

ほど多く存在する可能性が示唆された。コ

ンジョイント分析からは自己負担額と生殖

補助医療の受療意思のとの関連が示された。

2021年1月以降の政策により不妊治療への

アクセスがどのように変化するか、今後も

調査研究が必要である。  

  

Ｇ．研究発表 

（原著論文） 

Iba A, Maeda E, Jwa SC, Yanagisawa-Sugita A, 

Saito K, Kuwahara A, Saito H, Terada Y, 

Ishihara O, Kobayashi Y. Household income 

and medical help-seeking for fertility problems 

among a representative population in Japan. 

Reprod Health. 2021 Aug 3;18(1):165. doi: 

10.1186/s12978-021-01212-w.  

 

Jwa SC, Ishihara O, Kuwahara A, Saito K, 

Saito H, Terada Y, Kobayashi Y, Maeda E. 

Social capital and use of assisted reproductive 

technology in young couples: Ecological study 

using application information for government 

subsidies in Japan. SSM - Population Health. 

16:100995, 2021. 

 

（学会発表） 

Maeda E, Jwa SC, Kumazawa Y, Saito K, Iba 

A, Yanagisawa‐Sugita A, Kuwahara A, Saito H, 

Terada Y, Fukuda T, Ishihara O, Kobayashi Y. 

Poster presentation. Probability of receiving 

assisted reproductive technology treatment 

through out-of-pocket payment and household 

income: A discrete choice experiment in Japan. 

The 37th Annual Meeting of the European 

Society of Human Reproduction and 

Embryology. 2021, June 26-July 1; Virtual. 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 

分担研究報告書 

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」のあり方に関する医療政策的研究 
ART 妊娠歴の有無とその後の ART 治療成績の関連性に関する検討（2018-2019） 

不妊に悩む方への特定治療支援事業に関連する年齢制限の有無が及ぼす影響（2020） 

 

研究分担者 桑原 章 徳島大学産科婦人科専門研究員 

（レディスクリニックコスモス 院長）

Ａ．研究目的 

2004 年から 2022 年まで実施されて

いた「不妊に悩む方への特定治療支援

事業」による治療費助成では、助成回

数を 40 歳未満で 6 回、40〜43 歳は 3

回までに制限されている。助成制度の

効率的な運用を目指す観点から、2018

年および2019年は患者年齢とART妊

娠歴の有無による妊娠率の関連を検

討した。2020 年は、43 歳以上に対す

る助成制度を追加実施している高知

県での実態を把握することにより、翻

って ART 助成における年齢制限の影

響を検証した。 

 

Ｂ．研究方法 

2010 年 4 月から 2018 年 12 月までに

徳島大学病院で初回採卵を実施した

635 例にその後行われた胚移植周期

876 周期を対象として、各移植回数に

おける累積出産率を求めた。既往

ART 妊娠歴の無い移植周期と、ART

妊娠歴のある移植周期の累積妊娠率

を比較した（2018 年度、2019 年度）。 

(研究要旨) 

徳島大学 ARTデータベースを用いて、累積出産率を患者背景と比較検討したと

ころ、年齢が若く、採卵個数が多い症例ほど、累積出産率が高い傾向にあった。

ART妊娠歴の有無と妊娠率の関連を検討したところ、ART妊娠歴のある症例の累

積妊娠率は妊娠歴のない群より高い傾向にあった（2018-2019年度）。 

全国データと年齢による回数制限の無い地域でのデータを比較したところ、回

数制限がある年齢群で申請数が減少した一方、年齢制限の無い地域では高年齢

群の申請数減少を認めず、年齢とともに申請率が増加する傾向を認めた（2020

年度）。 

ART 助成制度における出産歴による回数追加と年齢制限は全国的に一定の効果

を示し、より若年齢での治療開始の動機付けになっていることが推測された。 
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2013 年から 2018 年までの日産婦

ART 登録データ、および高知県で過

半数の ART 実施施設である 1 施設の

ART 登録データを用いて年齢別 ART

登録件数、助成申請件数を解析し対比

した（2020 年度）。 

 

Ｃ．Ｄ．結果と考察 

全症例の周期別出産率と累積出産率

（図 1）、各年齢別の累積妊娠率（図

2）は年齢による顕著な影響を認めた。

採卵個数が多い群では出産率が高い

傾向にあるが年齢の影響を考慮する

必要がある。採卵数が多い群では移植

回数が増加するため累積出産率が高

くなる傾向にあるが、移植可能胚盤胞

数別の解析では各両群間に顕著な差

を認めなかった。各年齢別に ART 妊

娠歴の有無で比較(図 3)したところ、

39 歳以下で ART 妊娠歴のある群の累

積妊娠率が高い傾向が示された。 

年齢、採卵数と累積出産率は相関し

ており有用な予後推測の指標である。

加えて、過去に ART 妊娠が成立した

ことのある症例は、妊娠率が高いこと

が示唆された（2018-2019 年度）。 

全国 ART 登録件数と ART 助成制度

利用件数の推移をみると、年齢制限が

加わった 2016 年以降は ART 登録総

数に増加傾向を認めず、ART 登録周

期に占める助成申請率は減少してい

る。各年齢群別 ART 登録件数（図 4）

では 38 歳を超える年齢群の ART 登

録数は減少傾向にあり、助成申請者は

若年齢層にシフトしている。しかし年

齢制限のない高知県では 42 歳以上で

年齢とともに申請率が増加する傾向

を認めた（図 5）。43 歳以上では助成

を受けられる範囲で ART 継続が判断

されていることが示唆された（2020

年度）。 

 

Ｅ．結論 

ART 累積出産率は、ART 成績の最も

わかりやすい指標であり、年齢、採卵

数と関連することがわかった。また、

ART 妊娠後の治療を 39 歳までに再開

した場合に申請可能な助成回数を増

加させることで、これまでの助成対象

に比較して、より高い妊娠・出産率を

期待することが可能であることが示

唆された。 

ART 助成制度における年齢制限は

一定の効果を示しており、より若い年

齢での治療開始、治療のステップアッ

プの動機付けになっていると推測さ

れた。年齢制限を行わない場合には特

に高年齢群で助成が受けられる範囲

で ART を実施する傾向があることが

示唆された。 

これらの解析は ART 治療支援に関

する今後の有用なデータとなると考

えられた。 
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Ｆ．健康危険情報 

該当なし 
 

Ｇ．研究発表 

1.  論文発表 
1) Ishihara O, Jwa SC, Kuwahara A, 

Katagiri Y, Kuwabara Y, Hamatani T, 

Harada M, Osuga Y. Assisted 

reproductive technology in Japan: A 

summary report for 2018 by the Ethics 

Committee of the Japan Society of 

Obstetrics and Gynecology. Reprod Med 

Biol. 2020 Nov 20;20(1):3-12. doi: 

10.1002/rmb2.12358. PMID: 33488278; 

PMCID: PMC7812461. 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

（予定を含む。） 

1. 特許取得 該当なし 

2. 実用新案登録 該当なし 

3. その他 該当なし 
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図1   徳島大学病院における周期別妊娠率と累積妊娠率
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図4　全国における年齢別ART登録件数とART助成申請件数の推移
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厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 

総合研究報告書 

ART助成利用に影響を及ぼす要因の探索および埼玉県内の特定不妊治療支援 

事業の個票情報を用いた検討 

分担研究者 左勝則 埼玉医科大学産科婦人科講師 

分担研究者 石原 理 埼玉医科大学 産科婦人科教授 

(研究要旨)日本で生殖補助医療(ART)を受けている患者の年齢は年々高齢化し

ている。ARTにおける助成金の利用において、助成金申請回数あたりの年齢別の

累積生産率や助成金利用に影響を及ぼす要因についての検討は十分なされてい

ない。そのため、本研究では 3年間に以下の研究を行った。1) 若年者(35歳未

満)における人口あたり ART助成金利用率を都道府県ごとに算出し、関連のある

要因を探索するために地域相関研究を行なった。2)埼玉県内で特定不妊治療支

援事業の個票情報を用いた検討を行い、所得が治療内容および助成金利用に及

ぼす影響を検討し、さらに個票情報内にある日本産科婦人科学会 ART 登録デー

タベースの治療周期番号を用いて申請回数あたりの年齢別累積生産率を算出し

た。都道府県を対象とした地域相関研究において、35 歳未満 ART 助成利用率(1

万人あたり)が最も少なかった県は、宮崎県(22.0)、沖縄県(22.6)、北海道(23.7)

であった。一方最も多かった県は富山県の 58.8 人であり、石川県（51.7）、島

根県（50.8）が続いた。多変量解析の結果、35 歳未満の ART 助成利用率は平均

世帯収入と正の相関を認め、都道府県面積と負の相関を認めた。ソーシャル・キ

ャピタルの指標として用いたボランティア参加率とは正の相関があり、転入率

とは負の相関を認めた。埼玉県の個票情報を用いた検討では、6回の助成回数で

の累積妊娠率は 56.6％であり、夫婦合算の所得が低い群で、高い群に比べ有意

に低く、妊娠せずに申請を中断してしまう申請中断者の割合が所得の低い群で

有意に高かった。6回の申請あたりの累積生産率は、35歳未満で 58.4％、35-39

歳で 49.3％、3 回まで助成金が認められている 40-42 歳では 17.2％であった。

多変量解析の結果、年齢のみが有意に累積生産に対して関連していることがわ

かった。今回の検討により、35 歳未満の ART 助成利用率が、世帯収入やソーシ

ャル・キャピタルなどの社会的要因と関連している可能性が示唆され、所得が

累積妊娠率や治療中断に関与していることや、申請回数ごとの累積生産率が明

らかになった。これらの知見は、今後日本で不妊治療が保険適用化される際に

も有用な知見であると考えられる。 
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Ａ．研究目的 

1978 年に英国で最初の体外受精–胚移

植によりルイーズ・ブラウン氏が出生

して以降、この 40 年間で生殖補助医

療 (Assisted Reproductive 

Technology; 以下 ART)は様々な技術

革新を伴いながら、不妊に悩むカップ

ルに対し広く行われる治療となった。

日本で行われている生殖補助医療の

治療件数をまとめている日本産科婦

人科学会倫理委員会登録調査小委員

会の報告によれば、2018 年には 45 万

周期をこえる体外受精、顕微授精およ

び凍結融解胚移植を含む治療が行わ

れ、その結果 5万 6千人にのぼる児が

出生したとされる(1)。近年の日本で

の出生児数の減少がすすむ中、こうし

た生殖補助医療の出生数におよぼす

影響は無視できないものになりつつ

ある。 

 しかし生殖補助医療が子供を持つ

ための重要な手段となる一方、治療費

が高額であるため治療にふみきれな

い不妊カップルにも実際の臨床の現

場ではしばしば遭遇する。ART による

妊娠・生産率は、女性の年齢の上昇と

ともに低下し、特に 35 歳以降で低下

が顕著になる。年齢が体外受精の成功

率に最も影響を及ぼす因子である以

上、できる限り早く治療を受けてもら

うことが、早く妊娠するために非常に

重要であり、ひいては ARTの利用回数

の低下につながると考えられる。しか

し、実際には若い患者層が治療を受け

ることは稀であり、前述の日本産科婦

人科学会の最新の報告によれば、2018

年に日本で行われた総治療周期の平

均年齢は 38 歳であり、治療周期に占

める 40歳以上の割合は 4割を超える。 

 ART は医療保険の適応外であり、患

者が支払う治療費の補助として国が

主導する「不妊に悩む方への特定治療

支援事業」による治療費助成や、各自

治体における個別の助成が、患者の費

用負担に占める割合は大きい。こうし

た助成の有無が、ART を受けようとす

る若年の不妊カップルの意思決定に

どこまで寄与しているかは不明であ

る。また、ART 利用率と患者の社会経

済要因との関連が諸外国で報告され

る一方で(2)、日本においてそのよう

な報告はない。患者個々の社会経済要

因や地域レベルでの所得格差やソー

シャル・キャピタルといった要因の

ART 利用率に及ぼす影響を調べること

は、医療政策的には重要な意味をもつ

と考えられる。 

 また、ART は医療保険の適応外であ

り、患者が支払う治療費の補助として

国が主導する「不妊に悩む方への特定

治療支援事業」による治療費助成や、

各自治体における個別の助成が、患者

の費用負担に占める割合は大きい。助

成金の申請回数ごとの年齢別累積生
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産率については、今まで検討されたこ

とがなく、また患者個々の社会経済要

因である所得が、ART の利用や治療内

容に及ぼす影響を調べることは、効果

的な特定不妊治療支援事業の策定の

ためにも非常に重要な意味をもつと

考えられる。 

 そこで、本研究では、3 年間に以下

の検討を行った。１）各都道府県にお

ける 35 歳未満の人口あたりの ART 助

成金利用率を算出し、県レベルのどの

ような要因が 35歳未満における ART 

助成金利用に影響を及ぼしているの

かを検討した。2) 埼玉県内における

特定不妊治療助成者を対象に、所得が

特定不妊治療助成利用率および生殖

補助医療に及ぼす影響を検討し、さら

に申請情報内にある日産婦 ART登録デ

ータベースの治療周期番号の情報を

用いて、個票情報と詳細な治療情報お

よび出産情報を含む ART登録データベ

ースをリンケージすることで、埼玉県

に助成金の初回申請を行った人を対

象に、年齢別累積生産率を算出し、さ

らに生産に影響を及ぼす申請者の背

景因子を明らかにした。 

 

 

Ｂ．研究方法 

I. 研究デザイン 

都 道 府 県 単 位 の 地 域 相 関 研 究

(Ecological study)および埼玉県内

における特定不妊治療助成金受給者

情報を用いた後ろ向き観察研究であ

る。 

 

 

II. 研究方法 

1)地域相関研究 

「不妊に悩む方への特定治療支援事

業」を取りまとめている、政令市・中

核市/都道府県の担当者に、平成 29年

度 1年間における女性の年齢別助成件

数および助成人数を郵送にて問い合

わせを行った（別添参考資料 1参照）。

また、平成 29 年 4 月時点において国

の助成制度に加え、不妊治療に関わる

独自の助成制度があるか、ある場合の

助成内容について以下の選択形式お

よび自由記述形式で聴取した。1) 対

象者の年齢制限の変更 2）助成回数

を増やす 3）助成金額を増やす 4）

対象者の所得制限の変更 5）一般不

妊治療や不妊検査への助成 6）その

他。 

上記質問紙で収集した年齢別不妊

治療助成人数から、各都道府県におけ

る 35 歳未満の助成金受給人数を算出

し、各都道府県の平成 29年 10月 1日

時点の 20 歳～34 歳までの人口推計値

(3)で除して、20歳～35歳未満人口（1

万人あたり）における 35 歳未満の助

成利用者数を算出した。 

共変量として、各都道府県における
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総人口(3)、面積、二人以上世帯におけ

る平均収入(4)、平均初婚年齢 (5)、

医師数 (6)、ART実施施設数 (7)、 

および質問紙で収集した都道府県レ

ベルでの追加助成制度の有無を含め

た。また、社会経済要因として、各都

道府県における Gini係数(8)、ソーシ

ャル・キャピタルの指標として 2017年

の衆議院選挙における投票率 (9)、ボ

ランティア率 (10)、転入率 (11)を含

めた。 

20歳～35歳未満人口（1万人あたり）

における 35 歳未満の ART 助成利用者

数と、各因子との関連を線形回帰分析

により検討した。各都道府県の総人口、

面積、医師数、ART 実施施設数は正規

分布していなかったため、自然対数変

換後に解析を行った。共変量を同時に

線形回帰分析に投入し、多変量解析に

よる各因子とアウトカムとの関連を

検討した。 

 

2) 埼玉県内における特定不妊治療助

成金受給者情報を用いた後ろ向き観

察研究 

 

埼玉県内で「不妊に悩む方への特定治

療支援事業」の窓口である、埼玉県、

政令市・中核市の担当者に、特定不妊

治療助成金受給者情報の提供の依頼

を行い、承諾の得られた埼玉県および

越谷市より、2016年 1月１日から 2017

年 12月 31日までの 2年間における助

成金事業の個票情報を提供いただい

た。 

 提供情報には、申請者の年齢、居住

自治体、治療区分（A：新鮮胚移植、B：

採卵および凍結融解胚移植、C：以前に

凍結した胚を用いた凍結融解胚移植、

D：移植のめどがたたず治療終了、E：

受精できずまたは胚の分割停止、変性

等による治療中止、F：採卵したが卵が

えられず中止）、夫婦それぞれの所得

額、通算の助成金受給回数、治療情報

（体外受精、顕微授精）、妊娠の有無、

男性因子に対する治療の有無、助成金

額、領収金額および日産婦 ART登録デ

ータベースの治療周期番号が含まれ

ている。これらの情報を元に、特定不

妊治療助成金受給者の背景について

解析を行った。 

 また、埼玉県に申請された 2016 年

1 月１日から 2017 年 12 月 31 日まで

の 2年間における助成金事業の個票情

報を対象に、申請情報内にある日産婦

ART 登録データベースに登録されてい

る治療周期番号を用いて、申請情報と

ART 登録データベースをリンケージす

ることで、排卵誘発方法や移植時点で

の胚の発育段階等の治療情報と妊娠

および生産の情報を取得した。 

共変量については、不妊カップル合

算の所得は 4 分位に分けて解析した。

今回の解析では、女性の所得が「なし」
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と報告されている場合、主婦と定義し

た。日産婦 ART登録データベースから

は、不妊原因(卵管因子、子宮内膜症、

抗精子抗体の有無、男性因子、原因不

明、その他)、卵巣刺激方法、採卵個数、

受精方法(IVF/ICSI,split-ICSI)、新

鮮胚移植の有無、移植胚数、凍結胚数

の情報を解析に用いた。アウトカムと

して、生産の有無および多胎妊娠につ

いて情報を抽出した。 

特定不妊治療助成金受給者情報を元

に、個票情報に含まれる申請者の年齢

や所得の分布などの背景情報に対し

て検討を行った。データを提供いただ

いた埼玉県および越谷市の個票情報

はデータ構造が異なるため、個々に解

析を行った。越谷市から提供いただい

たデータは、同一個人を識別できなか

ったため、治療周期ベースでの解析を

行った。 

埼玉県に 2016年に初回の助成金申請

をおこなった方の 39％に、日産婦 ART

登録データベースの治療周期番号に

欠損を認め、解析の対象から除外せざ

るをえなかった。これらの除外された

サンプルと解析対象となった群を比

較し、研究に含まれた群と除外された

群で申請情報に差異があるかを評価

した。次に、年齢別の申請情報および

不妊原因について検討を行い、初回申

請情報において新鮮周期が登録され

ていた 980人を対象に、新鮮周期の治

療情報を年齢別に検討した。申請回数

ごとの年齢別累積生産率の算出につ

いては、すでに報告されている

Conservative approachを用いて、分

母を申請者数、分子を申請回数ごとの

累積生産として算出した(12)。さらに、

生産に対する患者背景要因のリスク

比を、log-binomial regressionにて

推定した 

解析は Stata MP 16(College Station, 

Texas, USA)を用いて行い、p<0.05を

統計学的有意差ありとした。 

 

 

（倫理面への配慮） 

 地域相関研究については、政令市・

中核市/都道府県の担当者に問い合わ

せた年齢別の助成件数は集計データ

であり、個人情報を含まれていない。 

 特定不妊治療助成金受給者情報を

用いた後ろ向き観察研究については

埼玉医科大学倫理審査委員会および

日本産科婦人科学会倫理委員会にお

いて研究計画の審査を受け、研究実施

の許可をえた上で、研究を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

1)地域相関研究 

47 都道府県における 35 歳未満 ART

助成利用率(1 万人あたり)および各要

因の分布を図 1 に示す。1 万人あたり

の 35 歳未満 ART 助成利用率は平均
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25.8（標準偏差［SD］=2.8）であった。

最も少なかった 5 県は宮崎県(22.0)、

沖縄県(22.6)、北海道(23.7)、宮城県

(24.2)、東京(24.3)であった。一方最

も多かったのは富山県の 58.8 人であ

り、石川県（51.7）、島根県（50.8）、

岐阜県（50.4）、鳥取県（50.3）が続い

た。36 都道府県(76.6%)が何らかの追

加助成を有しており、最も多かったも

のが、一般不妊治療や検査に対する助

成（23都道府県、48.9％）であり、20

都道府県(42.6％)において助成回数

を増やしていた。 

 35 歳未満 ART 助成利用率(1 万人あ

たり)と各要因との関連を表 2に示す。

二変量における解析では、二人以上世

帯における平均収入およびボランテ

ィア参加率と、35歳未満 ART助成利用

率と有意な正の相関を認め、それぞれ

の相関係数(R)は 0.38（p=0.0085）お

よび 0.52(p=0.0002)であった（図 2お

よび図 3 参照）。一方、都道府県にお

ける Gini 係数や投票率と 35 歳未満

ART 助成利用率との間には有意な相関

は認めなかった。同様に各都道府県に

おける追加助成の有無と 35 歳未満

ART 助成利用率との間にも有意な相関

は認めなかった。すべての共変量を同

一の多変量解析に投入したモデルの

結果では、多重共線性の影響により、

人口と医師数はモデルに含めること

ができず、残りの変数を含めて解析を

行った。その結果、都道府県の面積、

平均世帯収入、ボランティア参加率、

転入率と 35 歳未満 ART 助成利用率と

の間に有意な関連を認めた。平均世帯

収入(Coefficient=0.047, 95%信頼区

間, 0.007-0.088 p=0.002)、ボランテ

ィア参加率(Coefficient=1.50, 95％

信頼区間, 0.70-2.30, p=0.001)、転

入率(Coefficient=-15.0, 95%信頼区

間, -25.8— -4.8, p=0.008)であった。 

 

2) 埼玉県内における特定不妊治療助

成金受給者情報を用いた後ろ向き観

察研究 

 

<埼玉県（中核市・政令市を除く）から

提供された個票情報を用いた解析> 

埼玉県から提供いただいたデータ

は、11,689治療周期（5912人）であっ

た。申請者の平均年齢は 36.3 歳（標

準偏差＝4.2）であった。85 治療周期

（67 人）が男性因子に対する治療

（TESE等）を申請していた。11,689治

療周期の内、2783 周期(23.8%)が新鮮

胚移植、3685周期（31.5％）が採卵お

よび凍結融解胚移植、 3247 周期

（27.8％）が以前に凍結した胚を用い

た凍結融解胚移植であった。また、

1394周期（11.9％）は、受精できずま

たは胚の分割停止による治療中止で

あった。初回の申請が 3693件（31.6％）

と最多であり、 2 回目は 2811 件
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（24.1％）、3回目は 2131件（18.2％）

であった。また、埼玉県単独事業であ

る、二人目以降助成事業を利用して 7

回目以降も助成をうけていたものが

230件（1.96％）認められた。 

治療周期別の平均領収金額は、治療

区分 A（新鮮胚移植）：405,273 円(標

準偏差＝179,404)、治療区分 B（採卵

および凍結融解胚移植）:528,055 円

(標準偏差＝152,817),治療区分 C（以

前に凍結した胚を用いた凍結融解胚

移 植 ）： 154,836 円 ( 標 準 偏 差 ＝

67,603) ,治療区分 D（移植のめどがた

たず治療終了）：394,122 円(標準偏差

＝143,260) ,治療区分 E（受精できず

または胚の分割停止、変性等による治

療中止）：262,090 円(標準偏差＝

146,337)、治療区分 F（採卵したが卵

がえられず中止）：100,903 円(標準偏

差＝62,944)であった。また、男性因子

単独での申請 33件の平均領収金額は、

399,085円（標準偏差＝195,087）であ

った。治療内容が「体外受精」で申請

された治療周期 2849 周期の平均領収

金 額 は 411,053 円 ( 標 準 偏 差 ＝

182,697)であるのに対し、「顕微授精」

で申請された周期 3665 周期では、平

均領収金額は 484,983 円(標準偏差＝

203,626)と高い傾向にあった。 

申請者の所得の分布を図 5 に示す。

夫婦合算の所得の平均は 4,231,445円

（標準偏差＝1,637,640）であった。夫

婦別にみると（図 6、および 7 参照）、

夫の平均所得は 3,461,966円（標準偏

差：1,506,281）であり、所得額が 0と

申請していた人は 227人(3.8%)存在し

た。一方、妻の平均所得は、769,479円

（標準偏差：1,073,071）であり、所得

額が 0 と申請していた人は 2826 人

(47.8%)にのぼった。 

提供いただいたデータの中で、夫婦

合算所得が 0（94 周期）、男性因子に

対する治療（72周期）および凍結融解

胚移植（85周期）を除いた、初回申請

者（7304 治療周期、3442 人）を対象

に、夫婦合算の所得額を 5分位別にみ

た申請情報を表 3に示す。所得の最も

低い群の夫婦合算の平均所得は

2,309.845円（標準偏差＝714,313）で

あったのに対し、最も高い群では

6,530,196円（標準偏差＝389,483）で

あった。平均年齢は最も低い群で 35.3

歳（標準偏差＝4.6）であったのに対し、

最も高い群では 36.2 歳（標準偏差＝

4.0）と有意に高かった。所得の低い群

では、所得のない、専業主婦の割合が

53.3％であったのに対し、最も所得の

高かった群では 21.5％と低く、共働き

世帯が 78.5％にのぼった。一人の女性

がトータルで受け取った助成金額は、

平均 37-38万円で、所得により差は認

めなかった。累積妊娠率は、所得が最

も低い群で 368例（53.4％）認めたの

に対し、所得の高い群では 412 例



30 
 

（59.9％）と所得によって妊娠率に差

を認める傾向があった。 

 同じデータを用いて、申請回数と累

積妊娠率の推移を図 9に示す。累積妊

娠率は 1 回目の申請時点で 29.1％に

上り、2回目で 45％、3回目では 52.5％

にのぼった。一方、4 回目以降累積妊

娠率の上昇はプラトーになり、6 回申

請した時点では 56.6％であった。 

 所得 5分位の最も低い群（Q1）と最

も高い群（Q5）の申請回数別の累積妊

娠率を図 10 に示す。累積妊娠率は所

得の低い群で低い傾向があり、3 回目

以降の申請では有意な差となった。6

回申請時点での累積妊娠率は、Q1 が

53.4％であったのに対し、Q5は 59.9％

であった（p<0.05）。 

 妊娠せずにかつ次の申請を行わな

かった人を申請中断者と定義し、所得

5 分位別に申請中断者の割合を見た結

果を図 11 に示す。申請中断者の割合

は Q1 で最も高く、45.1％であったの

に対し、Q5で最も低く 39.4％であり、

Q1と Q5間で有意差を認めた。 

 

<越谷市から提供された個票情報を用

いた解析> 

 越谷市から提供いただいたデータ

は、706 治療周期であった。申請人数

はデータの構造から同定することは

不可能であったため、治療周期ベース

での解析を行った。申請者の平均年齢

は 36.7歳（標準偏差＝3.9）男性因子

に対する申請は 3例のみであった。706

治療周期の内、139周期(19.7%)が新鮮

胚移植、239 周期（33.9％）が採卵お

よび凍結融解胚移植、214周期（30.3％）

が以前に凍結した胚を用いた凍結融

解胚移植であった。また、94 周期

（13.3％）は、受精できずまたは胚の

分割停止による治療中止であった。初

回の申請が 230件（32.6％）と最多で

あり、2回目は 180件（25.5％）、3回

目は 140 件（73％）であった。また、

二人目以降助成事業を利用した申請

が 15件（2.12％）認められた。 

 治療周期別の平均領収金額は、治

療区分 A（新鮮胚移植）：428,332円(標

準偏差＝97,823)、治療区分 B（採卵お

よび凍結融解胚移植）:513,719 円(標

準偏差＝164,473),治療区分 C（以前に

凍結した胚を用いた凍結融解胚移

植）：158,097円(標準偏差＝41,973) ,

治療区分 D（移植のめどがたたず治療

終 了 ）： 426,735 円 ( 標 準 偏 差 ＝

131,258) ,治療区分 E（受精できずま

たは胚の分割停止、変性等による治療

中止）：262,969円(標準偏差＝86,118)、

治療区分 F（採卵したが卵がえられず

中止）：85,065円(標準偏差＝9,512)で

あった。治療内容が「体外受精」で申

請された治療周期 115の平均領収金額

は 326,300円(標準偏差＝18,167)であ

ったのに対し、「顕微授精」で申請され



31 
 

た周期 239周期では、平均領収金額は

355,798 円(標準偏差＝192,836)と埼

玉県同様高い傾向にあった。 

申請者（夫婦合算）の所得の分布を

図 12 に示す。夫婦合算の所得の平均

は 4,323,908円（標準偏差＝1,586,880）

であった。所得額が 0と申請していた

人は 14 人(2.0%)存在した。二人目以

降不妊の申請者は 2017年で 15件（４

人）の申請があり、妊娠は２件認めら

れた。 

 

 

<申請回数ごとの年齢別累積生産率の

検討> 

解析対象者者の選定方法を図 13 に

示す。埼玉県から提供いただいた 2016

年における初回体外受精治療者は

1892 人おり、2017 年末までに計 4544

件の申請情報が存在した。これらの中

から、非射出精子を用いた顕微授精に

よる治療（42 人）、医学的適応による

卵子凍結（1人）、夫婦の所得情報の欠

損例（42人）を除外した 1807人（4386

申請）が解析すべき対象と想定された。

このうち 705人（39％）に申請情報内

に日産婦 ART登録データベースの登録

周期番号の何らかの欠損を認めた。さ

らに 30 人は登録番号を用いてもリン

ケージできなかったため、最終的に

1072 人（2513 申請）が解析対象とな

った。 

 研究に含まれた群(1072 人)と除外

された群（735 人）の初回申請時の申

請情報を比較した（表 4 参照）。除外

された群では有意に 2017 年末までの

申請回数が多く、カップル合算の所得

が高い傾向にあった。また、除外され

た群では新鮮胚移植をおこなった群

（治療区分 A）の割合が少なく、全胚

凍結周期（治療区分 B）が多かった。 

 次に、初回申請情報において新鮮周

期が登録されていた 980 例を対象に、

新鮮周期の治療情報を年齢別に検討

した（表 5 参照）。年齢別の申請者の

分布は 35歳未満では 413人、35-39歳

は 438人、40-42歳は 221人であった。

全胚凍結周期（治療区分 B）は年齢が

若いほど割合が多い傾向にあった(35

歳未満; 45.3% vs. 40-42歳 30.8%)。

主婦の割合は、年齢が高いほどに有意

に増えた。一方不妊カップル合算の所

得は年齢区分で変わらなかった。不妊

原因は、年齢が若い群で卵管因子や男

性因子の割合が高く、原因不明不妊の

割合は年齢が高いほど高かった。 

 初回申請情報において新鮮周期が

登録されていた 980例を対象に、初回

申請時の新鮮周期の治療情報を年齢

別に検討した(表 6参照)。年齢区分に

かかわらず自然周期での採卵が 14%を

しめていた。クエン酸クロミフェン

(CC)を用いたマイルド刺激は年齢が

上昇するほど多かった。一方、年齢区
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分が若い程、GnRH アゴニストや GnRH

アンタゴニストを用いた卵巣刺激が

選択されており、35歳未満では約半数

がこれらの刺激方法を選択されてい

た。採卵個数は年齢が若いほど多く

(35 歳 未 満 ; 8.0 個 (standard 

deviation [SD] = 7.2) vs. 40-42歳; 

4.2個 (SD = 5.2))、全胚凍結の割合

が高かった。新鮮胚移植が行われた症

例において、単一胚移植の割合は若い

ほど多く、35歳未満では 98.8%であっ

たのに対し、40歳以上では 80%であっ

た(p<0.001)。平均の凍結された胚の

個数は年齢区分が若いほど多かった

(35 歳 未 満 ; 2.5 個 (standard 

deviation [SD] = 3.1) vs. 40-42歳; 

1.0個 (SD = 1.7))。 

 年齢別申請回数ごとの累積生産率

を図 14 に示す。1072 例の解析対象の

内、495人(46.2%)が生産に至っている

ことがわかった。6 回の申請あたりの

累積生産率は、35歳未満でもっとも高

く 58.4%であり、35-39歳では 49.3%で

あった。3 回まで申請が認められてい

る 40-42 歳では 17.2%であった。累積

生産率は 35 歳未満および 35-39 歳と

もに 4回目の申請にかけて上昇し、5-

6 回でプラトーとなる傾向をしめした。

多胎妊娠は 8例(1.6%)認められた。年

齢別の申請回数ごとの申請者数およ

び生産数を表 8に示す。 

 生産の有無に対する患者背景要因

のリスク比を表 7に示す。単変量解析

では、年齢、男性因子、所得が生産に

有意に関連していたが、多変量解析で

は、年齢のみが有意に生産に関連して

おり、35歳未満と比較して、35-39歳 

(RR = 0.84, 95%信頼区間[95% CI], 

0.74-0.96)、40-42 歳では 0.30 (95% 

CI, 0.22-0.40)と有意に低かった。 

 

Ｄ．考察 

 今回の検討により以下のことが明

らかになった。地域相関研究により、

35 歳未満の ART 助成利用率が、35 歳

未満人口 1 万人あたり 22.0 人から

58.8 人まで都道府県間で大きな開き

があることが判明した。また、多変量

解析において、35歳未満の ART助成利

用率が、平均世帯収入と正の相関を認

めた。さらにソーシャル・キャピタル

の指標として用いたボランティア参

加率とは正の相関があり、転入率とは

負の相関を認めたことから、35歳未満

の ART助成利用率が、世帯収入やソー

シャル・キャピタル等と関連している

ことが示唆された。埼玉県内における

特定不妊治療助成金受給者情報を用

いた後ろ向き研究では、国が設定して

いる 730万円以下の世帯所得を対象と

した特定不妊治療支援事業は、大部分

の不妊治療を受けている人をカバー

していることが判明し、男女別の所得

の分布を見ると、女性において所得の



33 
 

ない人の割合が 47.8％にのぼり、累積

妊娠率は所得の低い群で高い群に比

べ有意に低く、その要因の一つに所得

の低い群における高い申請中断者の

割合があげられた。年齢別の申請回数

毎の累積生産率では、6 回の申請あた

りの累積生産率は 35 歳未満で 58.4％、

35-39 歳で 49.3％、3 回まで助成金が

認められている 40-42 歳では 17.2％

であった。多変量解析の結果、年齢の

みが有意に累積生産に対して関連し

ていることがわかった。これらの知見

は、今後日本で不妊治療が保険適用化

される際にも有用な知見であると考

えられる。 

 35歳未満の ART助成利用率は、都道

府県間で大きな開きを認めた(図 1)。

このことをいいかえれば、若い年齢層

において ARTを利用する女性の数が都

道府県間で大きな差異を認めたとい

うことである。若い年齢層において、

ART へのアクセスが何らかの理由、例

えば経済的要因や不妊治療に対する

知識不足等で阻害されているのかも

しれない。しかし本研究では、不妊治

療を受けている患者数あたりの人数

ではなく、20-34 歳までの総人口あた

りの ART 助成数を計算しているため、

この数字は多岐にわたる要因が影響

を与えているものと考えられる。挙児

希望の有無の影響を考慮することが

できていないため、ART へのアクセス

が阻害されているのか、そもそも挙児

希望がないのかを判断することはで

きないのが最大の問題点と考えられ

る。 

 にもかかわらず、35歳未満の ART助

成利用率が平均世帯収入と有意な正

の相関を認めたことは興味深い。ART

による治療費は通常１採卵周期あた

り 20-50万円と高額であり、さらに健

康保険の適応はない。国が主導する

「不妊に悩む方への特定治療支援事

業」による治療費助成があるにせよ、

不妊治療を受けている若い患者にと

って、ART を受けるかどうかの判断に

経済的要因が大きく関与しているも

のと推測される。 

 他方で 35 歳未満の ART 利用率と、

所得格差の指標である都道府県レベ

ルの Gini 係数とは関連を認めなかっ

た。地域の所得格差がヘルスアウトカ

ムに及ぼす影響については日本から

も多く報告されているが、ART という

妊娠をめざすための治療の選択に対

しては、所得格差のおよぼす影響は軽

微なものなのかもしれない。 

 35 歳未満の ART 利用率とボランテ

ィア参加率とは正の相関を認め、転入

率とは負の相関を認めた。このことは、

ソーシャル・キャピタルといった地域

レベルの要因が、若い年代における

ART を受けるかどうかの判断に影響を

及ぼしている可能性を示唆している。
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人が長く居住し、助け合うといった地

域の環境が、35歳未満の不妊患者にお

いて ARTへすすもうという行動にポジ

ティブに作用しているかもしれない。

近所との関わり合いが強い地域では、

妊娠や子供を持つことに対する期待

(またはプレッシャー)が働き、ART を

受ける一要因となっているのかもし

れない。 

 埼玉県内における特定不妊治療助

成金受給者情報を用いた後ろ向き研

究では、埼玉県の 11,689 治療周期

（5912人）の個票を用いた解析を行い、

平均所得は男性で 346万円であったの

に対して、女性で 76 万円と有意に低

く、所得のない人の割合が 47.8％を占

めた（図 6, 7）。総務省が実施してい

る労働力調査によれば、25 歳から 44

歳までの女性の就業率は 2016年、2017

年には 72.7％、74.5％と過去最高を更

新したが（13）、今回の検討では、明ら

かにこの数字よりも低いことになる。

所得のない、いわゆる専業主婦の割合

が申請者の約半数を占めた要因の一

つには、不妊治療を受ける過程で治療

に専念するために、仕事を辞めざるを

えなかった可能性が考えられる。厚生

労働省が平成 29 年度に行った不妊治

療と仕事の両立についての調査によ

れば、仕事と不妊治療の両立ができず

に約 16％の方が離職し、8％の女性が

雇用形態を変更していた(14)。同報告

では、仕事と治療の両立ができなかっ

た理由として、不妊治療は通院回数が

多く、精神的な負担が多いということ

が最も多く理由の一つとして挙げら

れている。この調査を踏まえ、厚生労

働省は 2018 年から仕事と不妊治療の

両立のための職場づくりのためのマ

ニュアル整備や不妊治療連絡カード

の作成を行い、離職しないで不妊治療

を継続するための企業側のサポート

を呼び掛けているが、少なくとも本調

査の対象となった 2016年 2017年時点

においては、埼玉県で生殖補助医療の

治療に対する特定不妊治療助成制度

を申請した女性の約半数が専業主婦

であったことが判明した。もう一つの

理由として、今回解析した埼玉県が対

象としている地域が、埼玉県内の中核

市や政令市をのぞいているため、非都

市部を多く含んでいることや、共働き

世帯では、世帯所得が助成金受給上限

である 730万円を超えてしまうことに

より本データからは脱落している可

能性などが考えられる。 

 申請回数別にみた累積妊娠率は、6

回の申請で 56.6％に達することがわ

かった(図 9)。累積妊娠率は４回目ま

での申請で上昇が顕著であったが、4

回目以降はプラトーに達する傾向を

認めた。興味深いことに所得の低い群

において、高い群に比べ有意に累積妊

娠率が低かった（図 10）、その要因の
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一つとして、所得が低い群が、妊娠す

るまでに継続した治療を行えていな

い可能性が考えられる。実際、妊娠せ

ずに申請を中断した申請中断者の割

合は、所得の最も低い群で 45.1％であ

り、最も高い群での 39.4％と比較し有

意に高かった（図 11）。表 3 にあるよ

うに、一人の患者が平均で支払った金

額は 70-80万円と生殖補助医療による

治療は非常に高額である。助成によっ

て 37-38万円相当の還付があったとし

ても、世帯所得が低い世帯にとって、

全所得に対する不妊治療費が占める

割合は非常に高い。所得が低い群にお

いても、治療を中断せず、特に累積妊

娠率の上昇が顕著な４回程度まで治

療を継続できるような体制づくりが

重要と考えられる。 

 年齢別の治療回数ごとの累積生産

率については、過去にいくつか報告が

なされている。2009年に米国から報告

された 6164 人（14,248 治療周期）の

non-donor IVF cycle を対象とした解

析で、6 回の採卵周期あたりの年齢別

累積生産率は 35 歳未満で、65%、35-

37 歳で 57%、38-39 歳で 46%、40 歳以

上で 23%であった (15)。今回の解析で

は、助成回数あたりの累積生産率であ

るため、この報告と比較すると累積生

産率が低くなると考えられるが、それ

でも本研究結果と大きくはことなら

ない結果であった。また、2013年に日

本から報告された、国立成育医療研究

センターにおける初回体外受精治療

者を対象とした報告では、初回採卵後

5 年間の累積生産率は 35 歳未満で、

68.9%、35-39歳で 45.3%、40歳以上で

12.5%であった(16)。本研究結果と比

較して 40 歳以上での累積生産率が低

い要因として、対象となる施設が、ハ

イリスク症例の集まる国立成育医療

研究センター一施設でのサンプルで

あることや、40 歳以上の群では 43 歳

以上の年齢層も含まれていることな

どが考えられる。今回の研究は助成回

数あたりの累積生産率であるため、特

定治療支援事業という制度の枠組み

における累積生産率を評価した解析

であり、解釈に注意が必要である。 

 生殖補助医療にかかる医療費に対

する助成は 2004 年に導入され、段階

的に拡充されてきた。2004年導入当初

は、夫婦合算で年収 630万円未満の方

を対象に１年度あたり 10 万円の助成

金が通算 2年間支給されるという内容

であったが、その後 2007 年からは、

治療周期あたり 10 万円を年度あたり

2 回まで、5 年間まで拡充され、所得

制限も 730 万円まで引き上げられた。

助成額も 2009年には 15万円、2015年

からは初回治療時は 30 万円まで引き

上げられ、2021年からは所得制限も撤

廃された。これらの助成制度の拡充に

より、生殖補助医療件数は増加をつづ
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けており、世界的にみても日本の治療

周 期 数 は 多 く 、 International 

Committee for Monitoring Assisted 

Reproductive Technology (ICMART)の

暫定的な報告によれば 2016 年の生殖

補助医療による治療件数は中国に次

いで 2 位であった (17)。生殖補助医

療の利用率(utilization rate)の指

標として算出されている人口 100万人

あたりの治療周期数は世界で最も高

く、人口 100万人あたり、3212周期で

あったと報告されている。これは、最

も低い国(セネガル)の人口 100万人あ

たり 6周期の実に 500倍である (18)。 

治療周期の増加の要因として、治療

をうける女性の高年齢化があげられ

る。前述の日産婦の登録調査小委員会

の 2018 年の報告によれば、2018 年の

治療周期に占める 40 歳以上の女性の

割合は 41.8%であり、ICMARTの報告で

だされている諸外国のデータに比べ

ても格段に高い(オーストラリア; 

28.3%, ドイツ;22.1%, 米国; 23.9%)。

諸外国と比べ、日本は第三者の配偶子

や胚を用いた生殖補助医療が認めら

れておらず、こうした高齢女性に対す

る治療の制限が、高齢女性が生児獲得

を目指して治療を繰り返し受け、結果

として治療周期数の増加に影響を及

ぼしているものと推測される。 

加齢にともなう妊娠・出産率低下か

ら、助成制度には年齢制限が 2016 年

に導入され、さらに 40-42歳に対して

は通算助成回数が 3回までしか認めら

れなくなった。本研究においても、年

齢と累積生産率の関係は明らかであ

り、多変量解析においても年齢のみが

唯一生産と関連する患者背景要因で

あった。このことから、より早い年齢

で生殖補助医療にすすむことを後押

しするような制度づくりが重要であ

ると考えられる。 

 今回、おそらく日本で初めて特定治

療支援事業の助成回数ごとの年齢別

累積生産率を算出した。日本における

ほぼすべての治療周期の登録がなさ

れている日産婦 ART登録データベース

は、周期毎の登録であるため、治療を

うけた患者ベースでの解析はできな

い。妊娠できない人が治療を繰り返す

ことにより治療周期の増加があり、総

治療あたりの生産率は低くみつもら

れる傾向があると考えられる。今回、

埼玉県が管理する個票情報にはない

生産の情報を補うために日産婦デー

タベースを活用し、今まで個票情報の

みでは解析できなかった助成回数あ

たりの年齢別累積生産率を算出でき

た意義は大きい。しかし一方で、留意

しなければならない点もいくつか挙

げられる。第一に、助成金受給のため

の申請書には、助成対象となる治療周

期を同定するために、ART 登録データ

ベースの治療周期番号の記載が求め
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られているが、実際には治療周期番号

の欠損のある症例が全体の 39％を占

めた。助成金は助成対象となる周期に

対して支払われるべきものであり、治

療周期と助成対象期間が一致しない

場合は、重複受給などの問題に発展し

かねない。申請書には領収金額の記載

とともに、対象となる期間の記載が求

められてはいるが、より確実に助成対

象である治療周期と対応させるため

にも治療周期番号の欠損はできる限

り少なくすべきと考えられる。また、

今回の解析では、これらの症例が除外

されることにより、選択バイアスが生

じている可能性は否定できない。次に、

今回の解析は 2016 年に初回の申請を

行った方を対象に 2017 年末までのデ

ータを用いて解析している。フォロー

アップ期間は最短で 1 年であるため、

妊娠できなかった人が 6回の申請をす

べて行うにはフォローアップ期間が

短かった可能性がある。さらに、助成

金の申請は年度末に集中することが

知られており、2017年に行われた治療

が、2018年 3月末に申請されていた場

合、今回の解析には含まれていない。

今後、フォローアップ期間を長くした

場合に、結果がどのようにかわるのか、

6 回の申請および治療を行うのにどの

程度の時間が必要なのか、検証する必

要があると考えられる。 

 不妊治療の保険適用化が 2022 年に

予定されており、2021年より本事業の

暫定的な拡充がなされ、所得制限が撤

廃された。こうした取り組みは生殖補

助医療の治療周期数の増加をもたら

すことが予想されるが、同時に医療費

の増大という問題をはらんでいる。保

険適用化による持続可能な制度づく

りとともに、保険適用でカバーされた

治療がどの程度出産に結びついてい

るのか検証できるような仕組み作り

が重要であり、現在治療周期が登録さ

れている日産婦 ART登録データベース

は、膨大な治療情報を含んではいるも

のの、今回行ったような解析には適さ

ないため、適切な monitoring 体制の

構築が重要であると考えられる。 

 

Ｅ．結論 

 今回の検討により、35歳未満の ART

助成利用率が、35歳未満人口 1万人あ

たり 15.7人から 42.4人まで都道府県

間で大きな開きがあることが判明し、

世帯収入やソーシャル・キャピタルな

どの社会的要因と関連している可能

性が示唆された。また、埼玉県内の助

成金の個票情報を用いた検討を行い、

所得が累積妊娠率や治療中断に関与

していることや、申請回数ごとの累積

生産率が明らかになった。これらの知

見は、来年以降日本で不妊治療が保険

適用化される際にも有用な知見であ

ると考えられる。 
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表 1. 47 都道府県における 35 歳未満 ART 助成利用率(1 万人あたり)および各要因の分布 

Table 1. Demographics, income inequality and social capital indicators of prefectures (N=47).  

  Mean (SD) or n (%) Median (range) 

Population (10,000 persons) 270.1 (274) 163 (57－1362.4) 

Area (Km2) 8040 (11700) 6096 (1876－83,456) 

Number of women at the age 15-34 (10,000 persons) 20.4 (24.7) 11.8 (3.6－13.4) 

Mean income per capita (10,000 yen) 617 (56.6) 612 (470－769) 

Mean age at first marriage 29.1 (0.38) 29.1 (28.6－30.5) 
   

Number of doctors 6797 (7583) 4081 (1805－44,136) 

Number of IVF clinics 13.1 (16.4) 7 (2－100) 
   

Number of women receiving ART reimbursement 663 (721) 400 (128－3241) 

Number of cycles receiving ART reimbursement 1031 (1119) 620 (210－5118) 
   

Number of women < 35 years who receive ART reimbursement per 

10,000 women 
35.2 (6.1) 33.4 (22.0－58.8) 

   

Gini coefficient 0.35 (0.015) 0.35 (0.32－0.38) 

Voting rate in the lower house election (%) 54.9 (4.0) 55.2 (46.5－64.1) 

Volunteer rate (%) 27.9 (3.5) 27.8 (20.6－33.9) 

Move-in ratio (%) 1.5 (0.39) 1.5 (0.91－3.0) 
   

Additional grant for ART at prefecture (%) 36 (76.6) － 

Shifting age limitation for reimbursement (%) 2 (4.3) － 

Increase the number of reimbursement (%) 11 (23.4) － 

Increase amount of reimbursement (%) 20 (42.6) － 

Shifting income limitation for reimbursement (%) 6 (12.8) － 

Additional grant for non-ART treatment or infertility testing (%) 23 (48.9) － 

Others (%) 10 (21.3) － 
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表 2. 35 歳未満 ART 助成利用率(1 万人あたり)と各要因との関連 
 
Table 2. Association of income inequality and social capital with proportion of women receiving ART reimbursement less than 35 years.  
  Bivariate analysis   Multivariate analysis 
  Coefficient (95% CI) p value   Coefficient (95% CI) p value 
Log(population (10,000 persons)) -3.5 (-6.9 to -0.22) 0.037  －  

Log(area (Km2)) -2.9 (-6.9 to 1.14) 0.15  -6.5 (-10.4 to -2.5) 0.002 
Mean income per capita (10,000 yen) 0.061 (0.016 to 0.11) 0.008  0.047 (0.007 to 0.088) 0.02 
Mean age at first marriage -6.7 (-13.7 to 0.22) 0.06  0.017 (-9.4 to 9.5) 0.997 
      
Log(number of doctors) -3.5 (-7.0 to -0.0013) 0.05  －  

Log(number of IVF clinics) -1.7 (-4.8 to 1.43) 0.28  1.45 (-1.86 to 4.8) 0.38 
      
Gini coefficient -157.8 (-330.8 to 15.1) 0.073  77.0 (-59.6 to 213) 0.26 
Voting rate in the lower house election (%) 0.20 (-0.48 to 0.88) 0.55  -0.32 (-0.95 to 0.30) 0.3 
Volunteer rate (%) 1.33 (0.67 to 1.99) <0.001  1.50 (0.70 to 2.30) 0.001 
Move-in ratio (%) -7.1 (-13.8 to -0.43) 0.038   -15.0 (-25.8 to -4.1) 0.008 
      
Additional grant for ART at prefecture (%) 5.76 (-0.36 to 11.9) 0.065  5.42 (-1.26 to 12.1) 0.11 

Shifting age limitation for reimbursement (%) -2.5 (-15.8 to 10.9) 0.71  0.03 (-11.9 to 11.9) 0.996 
Increase the number of reimbursement (%) 4.5 (-1.7 to 10.7) 0.15  1.46 (-3.2 to 6.1) 0.53 
Increase amount of reimbursement (%) -0.25 (-5.7 to 5.2) 0.93  -1.53 (-5.87 to 2.81) 0.48 
Shifting income limitation for reimbursement (%) 6.1 (-1.7 to 14.0) 0.12  3.64 (-2.70 to 9.9) 0.25 
Additional grant for non-ART treatment or infertility testing (%) 1.0 (-4.4 to 6.4) 0.71  1.1 (-4.0 to 6.1) 0.67 
Others (%) 4.58 (-1.86 to 11.0) 0.16   -2.82 (-7.66 to 2.01) 0.24 

*Bold values signiice p<0.05.      
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表 3. 夫婦合算所得 5分位別の申請者背景情報（埼玉県） 
 

  

Table 3. Baseline characteristics of sample population stratified by Quintile of total household income (n=3442).    

  Q1 (n=689) Q2 (n=688) Q3 (n=689) Q4 (n=688) Q5 (n=688) P value 
Age (year) 35.3 (4.6) 35.6 (4.2) 35.6 (4.1) 35.8 (4.0) 36.2 (4.0)) 0.003 
Treatment type       

A (Fresh ET) 238 (34.5) 219 (31.8) 242 (35.1) 226 (32.9) 245 (35.6) 

0.55 
B (Freeze-all) 321 (46.6) 343 (49.9) 332 (48.2) 340 (49.4) 334 (48.6) 
D 35 (5.1) 41 (6.0) 26 (3.8) 39 (5.7) 34 (4.9) 
E 88 (12.8) 74 (10.8) 83 (12.1) 80 (11.6) 69 (10.0) 
F 7 (1.0) 11 (1.6) 6 (0.87) 3 (0.44) 6 (0.87) 

Fertilization method       

IVF+ICSI 62 (9.0) 57 (8.3) 68 (9.9) 42 (6.1) 63 (9.2) 

0.27 
IVF only 276 (40.1) 274 (39.8) 257 (37.3) 254 (36.9) 262 (38.1) 
ICSI only 254 (36.9) 256 (37.2) 276 (40.1) 294 (42.7) 278 (40.4) 
missing 97 (14.1) 101 (14.7) 88 (12.8) 98 (14.2) 85 (12.4) 

Housewife 367 (53.3) 309 (44.9) 238 (34.5) 191 (27.8) 148 (21.5) <0.001 
Working both 289 (41.9) 376 (54.7) 447 (64.9) 72.1 (496) 540 (78.5) <0.001 
Total no of subsidies 1344 1339 1339 1390 1351  

Pregnancy 368 (53.4) 389 (56.5) 380 (55.2) 299 (58.0) 412 (59.9) 0.14 
       

Total income (yen) 2,309,845 (714,313) 3,641,006 (258,052) 4,490,715 (232,096) 5,391,876 (290,653) 6,530,196 (389,483) <0.001 
Husband (yen) 1,968,726 (871,299) 3,117,612 (784,780) 375,409 (970,633) 4,077,207 (1,166,937) 4,632,334 (1,333,527) <0.001 
Wife (yen) 341,119 (592,168) 523,393 (763,325) 915,306 (973,083) 1,314,669 (1,171,315) 1,897,862 (1,360,162) <0.001 

Total payment (yen) 732,828 (438,280) 747,666 (440,888) 715,872 (384,791) 758,954 (406,250) 763,062 (446,056) 0.21 
Total subsidies (yen) 375,342 (141,385) 382,012 (146,117) 379,054 (135,044) 389,627 (75,000) 386,316 (155,702) 0.38 
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表 4. 解析対象群と除外群における申請時情報の分布 (n = 1807)  

 

Table 4 ART cycle characteristics based on application information for eligible samples stratified by included and excluded status (n = 1807).a 

  Analyzed sample (n = 1072) 
Excluded sample (n = 

735) 
p valueb 

Age (year) 35.6 (4.4) 36.0 (4.1) 0.09 
Treatment typec    

A (Cycle with fresh ET) 440 (41.0) 171 (23.3) 

<0.001 

B (Cycle with freeze-all) 445 (41.5) 383 (52.1) 
C (Frozen ET cycles) 20 (1.9) 24 (3.3) 
D (Cancellation due to patients’ health problem) 33 (3.1) 56 (7.6) 
E (Cancellation due to unfertilized egg/ embryo development) 116 (10.8) 94 (12.8) 
F (Cancellation due to non-oocyte collected) 18 (1.7) 7 (0.95) 

Fertilization method    

IVF+ICSI 92 (8.6) 53 (7.2) 
0.59 IVF only 413(38.5) 260 (35.4) 

ICSI only 416 (38.8) 284 (38.6) 
missing 151 (14.1) 138 (19.8)  

Housewife 419 (39.1) 273 (37.1) 0.40 
Total no of subsidies 2.34 (1.28) 2.55 (1.44) 0.002 
Annual household income (JPY) 4,321,475 (1,539,174) 4,509,354 (1,478,917) 0.01 
a Data are presented as the mean (± SD) for continuous variables and n (%) for dichotomous variables.  
b Assessed using χ2 or Student’s t test.    

c Treatment type for first application.     

ET, embryo transfer; ICSI, intracytoplasmic sperm injection; IVF, in vitro fertilization; JPY, Japanese Yen. 
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表 5. 解析対象群における年齢別背景情報 (n = 1807) 

 
Table 5 Baseline characteristics for the analyzed sample stratified by age (n = 1072).a 

  
< 35 (n = 

413) 
35-39 (n = 

438) 
40-42 (n = 

221) 
p value 

Age (year) 31.0 (2.6) 37.1 (1.4) 41.2 (1.3) <0.001 b 
Treatment typec     

A (Cycle with fresh ET) 167 (40.4) 177 (40.4) 96 (43.4) 

<0.001c 

B (Cycle with freeze-all) 187 (45.3) 190 (43.4) 68 (30.8) 
C (Frozen ET cycles) 5 (1.2) 8 (1.8) 7 (3.2) 
D (Cancellation due to patients’ health problem) 20 (4.8) 8 (1.8) 5 (2.3) 
E (Cancellation due to unfertilized egg/ embryo development) 31 (7.5) 47 (10.7) 38 (17.2) 
F (Cancellation due to non-oocyte collected) 3 (0.73) 8 (1.8) 7 (3.2) 

Housewife 151 (36.6) 173 (39.5) 95 (43.0) <0.001 d 

Annual household income (JPY) 
4,258,525 
(1506548) 

4,370,113 
(1535059) 

4,342,615 
(1609110) 

0.80 b 

Quartile of annual household income     

Q1 (3,232,000 JPY) 105 (25.4) 107 (24.4) 56 (25.3) 

0.95 d 
Q2 (3,246,714–4,389,754 JPY) 108 (26.2) 107 (24.4) 53 (24.0) 
Q3 (4,396,909–5,466,400 JPY) 105 (25.4) 108 (24.7) 55 (24.9) 
Q4 (5,473,600–7,292,085 JPY) 95 (23.0) 116 (26.5) 57 (25.8) 

Mean total no of subsidies 2.2 (1.2) 2.5 (1.5) 2.2 (0.79) <0.001 b 
Infertility diagnosis     

Tubal factor 74 (17.9) 52 (11.9) 21 (9.5) 0.005 d 
Endometriosis 21 (5.1) 22 (5.0) 9 (4.1) 0.83 d 
Anti-sperm antibody 2 (0.48) 0 (0) 0 (0) 0.19 c 
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Male factor 79 (19.1) 93 (21.2) 29 (13.1) 0.04 d 
Unexplained 238 (57.6) 260 (59.4) 147 (66.5) 0.08 d 
Others 48 (11.6) 56 (12.8) 46 (20.8) 0.004 d 

a Data are presented as mean (± SD) for continuous variables and n (%) for dichotomous variables.  
b Assessed using one-way analysis of variance. 
c Assessed using Fisher’s exact test. 
d Assessed using χ2 test. 
c Treatment type for first application.      

ET, embryo transfer; ICSI, intracytoplasmic sperm injection; IVF, in vitro fertilization. 
 
  



53 
 

表 6. 初回申請における年齢別新鮮周期情報 (n = 980) 

 
Table 6. Treatment information for fresh cycles at first application stratified by age at the first application for ART subsidy (n = 
980).a 
  < 35 (n =379) 35–39 (n=398) 40–42 (n=203) p value 
Ovarian stimulation protocols     

Natural  53 (14.0) 57 (14.3) 29 (14.3) 

0.01 d 

CC 31 (8.2) 67 (16.8) 44 (21.7) 
CC + Gn 63 (16.6) 61 (15.3) 34 (16.8) 
Gn only 9 (2.4) 4 (1.0) 4 (2.0) 
GnRH agonist 79 (20.8) 82 (20.6) 34 (16.8) 
GnRH antagonist 110 (29.0) 98 (24.6) 39 (19.2) 
Others 27 (7.1) 22 (5.5) 15 (7.4) 
Missing 7 (1.9) 7 (1.8) 4 (2.0)  

Cancellation cycles 0 (0) 0 (0) 2 (0.99) 0.04 c 
Number of oocytes collected 8.0 (7.2) 6.1 (5.5) 4.2 (5.2) <0.001 b 

Women with no oocyte collected 3 (0.79) 6 (1.5) 6 (3.0) 0.13 c 
 n=376 n=392 n=195  

Fertilization methodsc     

IVF 162 (43.1) 153 (39.0) 78 (40.0) 

0.55 c 
ICSI 133 (35.4) 163 (41.6) 82 (42.1) 
IVF+ICSI 79 (21.0) 75 (19.1) 35 (18.0) 
Others 2 (0.53) 1 (0.26) 0 (0) 

Cycles with fresh ETc 166 (44.1) 176 (44.9) 94 (48.2) 0.64 d 
Single ET rated 164 (98.8) 159 (90.3) 75 (80.0) <0.001 d 
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Cycle with freeze-allc 176 (46.8) 164 (41.8) 61 (31.3) 0.002 d 
Number of frozen embryoc 2.5 (3.1) 1.8 (2.5) 1.0 (1.7) <0.001 b 
a Data are presented as mean (SD) for continuous variables and n (%) for dichotomous variables.    

b Assessed using one-way analysis of variance.    

c Assessed using Fisher’s exact test.    
d Assessed using χ2 test.    
c Women with cancelled cycles and no oocytes collected were excluded.     

d The denominator was cycles with fresh ET.      

CC, clomiphene citrate; ET, embryo transfer; Gn, gonadotropin; ICSI, intracytoplasmic sperm injection; IVF, in vitro 
fertilization. 
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表 7. 生産に対する患者背景要因のリスク比(n = 1072) 

Table 7. Relative risks (RRs) and 95% confidence intervals (CIs) for having a live birth (n = 1072).  
  Crude RR (95% CI) Adjusted RR (95% CI)a 
Age   

<35 Reference Reference 
35–39 0.85 (0.75 to 0.96) 0.84 (0.74 to 0.96) 
40–42 0.29 (0.22 to 0.40) 0.30 (0.22 to 0.40) 

Infertility diagnosis   

Tubal factor 0.97 (0.80 to 1.17) 0.87 (0.69 to 1.10) 
Endometriosis 1.04 (0.78 to 1.39) 0.99 (0.72 to 1.34) 
Anti-sperm antibody 1.08 (0.27 to 4.34) 0.82 (0.20 to 3.36) 
Male factor 1.17 (1.003 to 1.36) 1.03 (0.83 to 1.27) 
Unexplained 0.93 (0.82 to 1.06) 0.91 (0.73 to 1.14) 
Others 0.86 (0.70 to 1.06) 0.94 (0.76 to 1.16) 

Quartile of annual household income   

Q1 Reference Reference 
Q2 1.12 (0.92 to 1.36) 1.11 (0.92 to 1.33) 
Q3 1.22 (1.01 to 1.47) 1.16 (0.97 to 1.39) 
Q4 1.16 (0.96 to 1.41) 1.15 (0.96 to 1.38) 

Housewife  0.88 (0.77 to 1.01) 0.95 (0.83 to 1.08) 
a Adjusted for all variables listed.    

Significantly increased or reduced relative risks are indicated by boldface.  
RR, relative risk.    
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表 8. 年齢別の申請回数ごとの申請者数および生産数 (n= 1072) 

Table 8. Number of applicants and live births according to the number of governmental subsides stratified by age.  

Number of governmental subsidies Number of applicants Number of live births Cumulative number of live births CLBR (%) 
Age <35     

1 413 92 92 22.3 
2 264 80 172 41.6 
3 139 34 206 49.9 
4 69 24 230 55.7 
5 25 8 238 57.6 
6 6 3 241 58.4 

Age 35–39     

1 438 84 84 19.2 
2 287 45 129 29.5 
3 198 43 172 39.3 
4 109 26 198 45.2 
5 51 14 212 48.4 
6 18 4 216 49.3 

Age 40–42     

1 221 19 19 8.6 
2 168 8 27 12.2 
3 88 11 38 17.2 

CLBR, cumulative live birth rate.     
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図 1. 35 歳未満 ART 助成利用率(1 万人あたり)の都道府県別分布 
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図 2. 二人以上世帯における平均収入と 35 歳未満 ART 助成利用率との相関（N=47） 

 

 

図 3.都道府県別ボランティア参加率と 35 歳未満 ART 助成利用率との相関（N=47） 

 



59 
 

図 4. 都道府県別転入率と 35 歳未満 ART 助成利用率との相関（N=47） 

 

 

図 5. 所得の分布（埼玉県、夫婦合算） 
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図 6. 所得の分布（埼玉県、夫） 

 

 

 

 

図 7. 所得の分布（埼玉県、妻） 
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図 8. 共働き世帯別でみた所得分布（埼玉県、夫婦合算） 
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図 9. 申請回数と累積妊娠率（埼玉県、n=3442） 

 

 
 

 

 

図 10. 所得 5分位別累積妊娠率（埼玉県、Q1 vs Q5） 
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図 11. 所得 5分位別申請中断者の割合（埼玉県、n=3442） 

 

 

 

 

図 12. 所得の分布（越谷市、夫婦合算） 
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図 13. 解析対象者の選定方法 

 

 

 

図 14. 年齢別申請回数ごとの累積生産率 (n = 1072） 
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平成 29 年度「不妊に悩む方への特定治療支援事業」 

についてお聞きします 

自治体名（都道府県･市） 

部署名  

担当者名 

メールアドレス

1. 治療ステージ別の助成件数と助成人数、受診等証明書に記載された領収金額の平均およ

び最低金額と最高金額をそれぞれご記入ください。なお、「不妊に悩む方への特定治療支

援事業」（国制度）で規定された助成部分についてご回答ください。

* 体外受精と顕微授精を両方実施した場合は、顕微授精としてご報告ください。

2. 治療者（女性）の年齢別の助成件数と助成人数をご記入ください。なお、国制度で規定

された助成部分についてご回答ください。

年齢（歳） 24 

以下 

25 26 27 28 29 30 31 32 

件数 

人数 

助成件数 助成人数 
領収金額 

平均金額 最低金額 最高金額 

Ａ 新鮮胚移植を
実施 

体外受精 

顕微授精＊ 

Ｂ 凍結胚移植を
実施 

体外受精 

顕微授精＊ 

Ｃ 
以前に凍結した胚を解凍して

胚移植を実施 

Ｄ 
体調不良等により移植のめど

が立たず治療終了 

Ｅ 

受精できず 
または、胚の分割停止、変
性、多精子授精などの異常授
精等により中止 

Ｆ 
採卵したが卵が得られない、
又は状態のよい卵が得られな
いため中止 

☆ 
精子を精巣等から採取するた

めの手術 

年齢（歳） 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

件数 

人数 
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3．貴実施主体では、平成 29 年 4 月 1 日時点で、国制度に加えて、不妊治療に関わる独

自の公費負担制度を実施していますか？ 当てはまる項目に○をつけてください。 

また、実施している場合にはその後の質問にもお答えください。 

 

・（   ） 実施していない 

・（   ） 実施している 

→ 実施していると答えた場合のみご記入ください。 

独自の公費負担制度として実施している項目に○をつけ、その方法・条件などできるだけ

具体的にご記入ください。書き切れない場合は別紙に記載いただくか、資料を添付してい

ただく形でも結構です。 

 

・（   ） 対象者の年齢制限の変更を行っている 

                                       

                                       

・（   ） 助成回数を増やしている 

                                       

                                       

・（   ） 助成金額を増やしている 

                                       

                                       

・（   ） 対象者の所得制限の変更を行っている 

                                       

                                       

・（   ） 一般不妊治療や不妊検査への助成も行っている 

                                       

                                       

・（   ） その他 

                                       

                                       

 

※ 指定都市、中核市のご担当者の方への質問はここまでとなります。 
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4．都道府県のご担当者にお伺いします。都道府県内の区(特別区)市町村独自の公費負担制

度の実施状況（平成 29 年 4 月 1 日時点）についてお知らせください。 

・（  ） 区市町村の実施状況は把握していない。 

・（  ） 都道府県内に独自の公費負担制度を設けている区市町村はない。 

・（  ） 都道府県内に独自の公費負担制度を設けている区市町村がある。 

→独自の制度がある場合、その区市町村名をご記入ください。

書き切れない場合は別紙に記載いただくか、参考資料の添付をお願いします。 

ご協力ありがとうございました。 
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厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 

総合研究報告書 

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」のあり方に関する医療政策的研究 

助成要件に関する疫学的検討（2018・2020年度） 

都道府県等の医療機関認定審査実施状況（2019年度） 

 

研究分担者 寺田幸弘 秋田大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座 教授 

研究分担者 前田恵理 秋田大学大学院医学系研究科 衛生学・公衆衛生学講座 准教授 

Ａ.研究目的 

わが国では、結婚・出産年齢の上昇とと

もに不妊治療へのニーズは増大している。

より効果的かつ効率的な「不妊に悩む方へ

の特定治療支援事業」（以下、特定不妊治

療費助成事業）のあり方を検討するため、

①院内データベースを用いた疫学研究

（2018 年度）、②都道府県等（47 都道府県

と 78 指定都市・中核市）を対象とした指

定医療機関の認定審査状況の調査（2019

年度）、③特定不妊治療費助成事業におけ

る年齢制限導入と生殖補助医療件数の推移

に関する検討（2020 年度）を実施した。 

①では生殖補助医療（ART）による妊娠・

研究要旨： 

より効果的かつ効率的な「不妊に悩む方への特定治療支援事業」（以下、特定不妊治療費

助成事業）のあり方を検討するため、院内データベースを用いた疫学研究（2018 年度）、

都道府県等（47 都道府県と 78 指定都市・中核市）を対象とした指定医療機関の認定審査

状況の調査（2019 年度）、特定不妊治療費助成事業における年齢制限導入と生殖補助医療

件数の推移に関する検討（2020 年度）を実施した。 

秋田大学の症例では初回移植時の妊娠率は ART 妊娠歴のある群の方が ART 妊娠歴のな

い群より有意差を認めないものの高い傾向にあり、35 歳未満では ART 妊娠歴のある群の

累積妊娠率が常に高く推移する傾向にあった。院内データベースでは転院の影響を除外で

きない限界があるが、2021 年以降の 1 子ごとカウント導入後の助成実績から、将来的には

より明確な結果が期待できる。 

都道府県等の認定審査体制の調査では、生殖医療専門医が実地審査に携わる都道府県等

は少なく、認定審査の形骸化が懸念された。認定審査を形式的なものでなく、医療の質を

高める一つの手段として位置付けていく必要がある。 

2012年から2016年までの日本産科婦人科学会生殖データによると、年齢制限完全実施で

36歳以下の若い年齢層の治療周期（新鮮・凍結）は有意に増加し、40～45歳の治療（凍結周

期は40～42歳のみ）は有意に減少していた。特定不妊治療費助成事業の年齢制限には、若

年での治療の推進に一定の効果があったと考えられる。2022年4月から生殖補助医療は保険

適用化され、年齢制限も維持された。年齢層別の治療実施状況について引き続き注視して

いく必要がある。 
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出産歴とその後の ART 妊娠率の関連につ

いて検討した報告は少ないことを踏まえ、

秋田大学医学部附属病院の ART データベ

ースを用いて、ART による妊娠歴の有無と

累積妊娠率の関連を検討した。②では特定

不妊治療実施医療機関の認定審査業務を医

療と登録制の品質管理に活用することが可

能かどうか検討するため、当該事業実施主

体である全国の都道府県等（47 都道府県

と 78 指定都市・中核市）を対象として、

指定医療機関の認定審査手順と UMIN 個別

調査票登録に関する記載欄の取扱状況につ

いて調査を行った。③では特定不妊治療費

助成事業では 2014 年度以降に段階的な制

度改正が行われ、2016 年度からは「初回

治療開始時の女性の年齢が 40 歳未満の場

合は通算 6 回まで、43 歳未満では通算 3

回まで」治療費の一部助成が行われた。治

療効果の高い若年での重点的な治療の推進

を目指した当改正が、実際に受療行動にも

たらした変化について明らかにするため、

日本産科婦人科学会に登録された生殖デー

タについて 2012 年から 2016 年までの全国

件数の推移について検討した。 

 

Ｂ．研究方法 

１．秋田大学医学部附属病院生殖補助医療

データベースを用いた生殖補助医療による

妊娠歴と妊娠率に関する疫学研究 

秋田大学医学部附属病院ARTデータベー

スに登録された治療周期のうち、2011年以

降に初回の採卵を行い胚移植に至った未経

妊の女性444名の2018年までに行われた胚

移植周期を対象に、ARTによる妊娠歴の有

無と累積妊娠率の関連を検討した。 

２．都道府県等における特定不妊治療実施

医療機関の認定審査状況 

各都道府県等が指定する指定医療機関数

（中央値）は3医療機関と少なく、生殖医

療専門医が同行する実地審査を行っていた

のは24都道府県等にとどまっていた。UMI

N症例登録番号不記載例に対しては4割の都

道府県等が医療機関に照会を行っていた

が、一定数の症例登録番号不記載申請が存

在することも推察された。 

３. 特定不妊治療費助成事業における年

齢制限導入と生殖補助医療件数の推移に関

する検討 

日本産科婦人科学会から 2012 年～2016

年の生殖データの提供を受け、件数推移に

ついて検討した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は秋田大学大学院医学系研究科・医

学部倫理委員会の承認を得て実施された

（審査番号 1981、平成 30 年 6 月 28 日承

認；審査番号 2101；平成 31 年 1 月 22 日

承認）。 

 

Ｃ．研究結果  

１．秋田大学医学部附属病院生殖補助医療

データベースを用いた生殖補助医療による

妊娠歴と妊娠率に関する疫学研究 

初回の胚移植から初回の妊娠（臨床妊娠、

胎嚢（＋）以上）に至るか、妊娠に至らず

治療を打ち切るまでの胚移植周期（1243周

期、444名）を「ART妊娠歴なし群」と

し、初回の妊娠成立後2回目の妊娠が成立

するか2回目の妊娠に至らず治療を打ち切

るまでに行われた胚移植周期（275周期、

110名）を「ART妊娠歴あり群」とした。

初回移植時の妊娠率は「ART妊娠歴あり
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群」（27.3%）の方が「ART妊娠歴なし群」

（19.1％）より高い傾向にあった（P = 

0.06）が、累積妊娠率はいずれの移植回数

時点でも2群間で有意差を認めなかった。

年齢階級別に見ると35歳未満では有意差は

ないものの、「ART妊娠歴あり群」の累積

妊娠率の方が高く推移する傾向にあった。

ART妊娠歴があることの累積妊娠オッズ比

（マンテル・ヘンツェル法）は、胚移植時

年齢の調整時で1.13 (95%信頼区間: 0.73 – 

1.76)、採卵時年齢の調整時で1.07 (95%信

頼区間: 0.69– 1.66)であった。 

２．都道府県等における特定不妊治療実施

医療機関の認定審査状況 

各都道府県等が指定する指定医療機関数

（中央値）は 3 医療機関と少なく、生殖医

療専門医が同行する実地審査を行っていた

のは 24 都道府県等にとどまっていた。

UMIN 症例登録番号不記載例に対しては 4

割の都道府県等が医療機関に照会を行って

いたが、一定数の症例登録番号不記載申請

が存在することも推察された。 

３. 特定不妊治療費助成事業における年

齢制限導入と生殖補助医療件数の推移に関

する検討 

年齢制限が完全実施された 2016 年も、

全国の生殖補助医療の治療周期数は増加傾

向にあったが、2016 年に年齢制限を完全

実施しなかった 2 県と完全実施した 45 県

を比較すると、45 都道府県では 30 代の治

療が増加し、40 代の治療の増加は緩やか

になる傾向があったのに対し、2 県ではそ

うした傾向が見られなかった。年次別 年

齢別 都道府県別の治療周期数について回

帰分析を行うと、年齢制限完全実施で 36

歳以下の若い年齢層の治療周期（新鮮・凍

結）は有意に増加し、40～45 歳の治療

（凍結周期は 40～42 歳のみ）は有意に減

少していた。 

 

Ｄ．考察 

秋田大学の症例では初回移植時の妊娠率

は ART 妊娠歴のある群の方が ART 妊娠歴

のない群より有意差を認めないものの高い

傾向にあり、35 歳未満では ART 妊娠歴のあ

る群の累積妊娠率が常に高く推移する傾向

にあった。近年の研究を踏まえると、ART 妊

娠歴のある症例は、反復 ART 不成功例に比

較して、卵子・精子の質や子宮内膜の環境が

良いことが背景にあるかもしれない。徳島

大学での研究と合わせ、本研究成果は 2021

年 1 月以降の助成事業拡充（1 子ごとのカ

ウント）と 2022 年度からの保険適用範囲拡

大に反映されている。院内データベースで

は転院の影響を除外できない限界があるが、

1 子ごとカウントに変更後の助成実績等に

より明確な結果が得られことが期待できる。 

都道府県等の認定審査体制の調査では、

生殖医療専門医が実地審査に携わる都道府

県等は少なく、認定審査の形骸化が懸念さ

れた。認定審査を形式的なものでなく、医療

の質を高める一つの手段として位置付ける

には、全国一律の審査基準に基づいた広域

の審査体制（都道府県等間の連携や認定審

査に関わる全国統一的な部署・管理運営機

関の設立等）を構築していく必要がある。 

2012 年から 2016 年までの日本産科婦人

科学会生殖データによると、年齢制限完全

実施で 36 歳以下の若い年齢層の治療周期

（新鮮・凍結）は有意に増加し、40～45 歳

の治療（凍結周期は 40～42 歳のみ）は有意

に減少していた。特定不妊治療費助成事業
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の年齢制限には、若年での治療の推進に一

定の効果があったと考えられる。2022 年 4

月から生殖補助医療は保険適用化され、年

齢制限も維持された。年齢層別の治療実施

状況について引き続き注視していく必要が

ある。 

 

Ｅ．結論 

秋田大学の症例では初回移植時の妊娠率

は ART 妊娠歴のある群の方が ART 妊娠歴

のない群より有意差を認めないものの高い

傾向にあった。都道府県等の認定審査体制

の調査では、認定審査の形骸化が懸念され

たが、認定審査を形式的なものでなく、医療

の質を高める一つの手段として位置付けて

いくことが必要である。2016 年の特定不妊

治療費助成事業の年齢制限で 36 歳以下の

若い年齢層の治療周期（新鮮・凍結）は有意

に増加し、40～45 歳の治療（凍結周期は 40

～42 歳のみ）は有意に減少していた。若年

での治療の推進に一定の効果があったと考

えられる。2022 年 4 月から生殖補助医療は

保険適用化され、年齢制限も維持されてい

る。年齢層別の治療実施状況について引き

続き調査研究が必要である。 

 

Ｇ．研究発表 

（学会発表） 

Yanagisawa‑Sugita A, Iba A, Maeda E, 
Jwa SC, Saito K, Kuwahara A, Saito H,  
Terada Y, Ishihara O, Kobayashi Y. Oral 
presentation. Impact of age-limit policy 
change for assisted reproductive 
technology (ART) subsidy in Japan. The 
38th Annual Meeting of the European 
Society of Human Reproduction and 
Embryology. 2022, July 4; Milano, Italy.  

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 

総合研究報告書 

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」のあり方に関する医療政策的研究 

 

諸外国における生殖補助医療公費負担制度の検討：台湾と韓国の不妊治療支援 

 

研究分担者 石原 理 埼玉医科大学産科婦人科 教授 

研究分担者 前田恵理 秋田大学大学院医学系研究科 衛生学・公衆衛生学講座 准教授 

Ａ.研究目的 

生殖補助医療に対する経済的支援には、

公的医療保険による完全公費負担（ベルギ

ー、フランス等）から、30％～70％の一部

公費負担（デンマーク、ドイツ等）、税還

付（アイルランド等）、民間保険の不妊治

療への適用義務づけ（米国の 15 州）、そし

て「不妊に悩む方への特定治療支援事業」

をはじめとする助成制度（台湾、シンガポ

ール）まで、多様な方法が知られている

（Farragher et al., Assisted reproductive 

technologies: International approaches to public 

funding mechanisms and criteria. An evidence 

review. Health Research Board, 2017）。公費

負担の目的も、社会経済的地位の低い集団

に対する治療機会の提供を目的としたもの

から、出生率向上を通じた未来への投資、

単一胚移植普及の動機付け、など多岐にわ

研究要旨：生殖補助医療に対する諸外国の公費負担制度は多岐にわたるが、助成制度を

採用する国について調査を行い、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の評価点と改善

点を整理することは、今後の議論において有用である。平成 30 年度は台湾、令和元年度

は韓国を訪問し、政府、医療関係者、女性団体、患者団体、社会学者等へのインタビュ

ー調査を行った。台湾の生殖補助医療では人工生殖法に基づき、国家の責任のもと規制

と管理が行われていたが、訪問時点では「低収入世帯及び中低収入世帯の生殖補助医療

費助成事業」は予算の制約から全世帯の 3％にあたる低所得世帯のみが対象で、2015 年

の制度開始以来の申請件数は 50 件と極めて少なかった。治療費全額を上限付きで補助す

る仕組であり、定額を超過した場合に医療機関側が損失を被る可能性があるため、制度

に参画している医療機関数も全 85 施設中わずか 10 施設に限られていた。韓国では少子

化対策の一環として、難妊施術（人工授精と生殖補助医療）の経済的支援を急速に拡大

していた。2017 年の難妊施術の保険適用では、保険支払単価は保険収載前の 8 割程度と

減額幅が小さく、難妊施術支援事業との併用によって患者自己負担額も軽減されていた

ことから、医療機関と患者の双方が好意的に受け止めていた。さらに、保険適用後は国

が治療情報を収集・管理することになり、治療状況の実態も把握しやすくなっていた

が、妊娠率については公開されていなかった。社会文化的背景に共通点の多い台湾、韓

国における不妊治療支援政策は、わが国での保険適用範囲の拡大を考えるにあたっても

有用であった。東アジア諸国の長期的な政策のゆくえも注視する必要がある。 
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たり、公費負担の臨床的・社会的要件も国

により大きく異なる。諸外国がこれまで試

行錯誤しながら実施してきた公費負担制度

について、詳細な調査を行い、各制度の長

所および短所を明らかにすることは、わが

国の助成事業のあり方の議論に大いに役立

つと期待される。 

2004 年の事業開始以降、わが国の不妊

治療現場では助成方式による公費負担事業

が広く浸透しているため、同様の助成制度

を運営する国の調査を通じて、わが国の助

成事業の評価点と改善点について整理する

ことは、今後の公費負担制度のあり方に関

する議論において極めて有用である。平成

30 年度は台湾、令和元年度は韓国を訪問

し、生殖補助医療と経済的支援政策の実施

状況について調査を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

① 台湾の生殖補助医療および助成事業の

実施状況について、2018 年 7 月 27 日に学

会のため日本を訪問した呉嘉苓 国立台湾

大学社会学系教授（Prof. Chia-Ling Wu）に

インタビューを行い、台湾の生殖補助医療

登録制度や人工生殖法について情報収集を

行った。 

その後、呉教授を通じて、台湾政府（衛

生福利部国民健康署）、医療関係者（台湾

生殖医学会、台北医学大学、長庚紀念医

院）、台湾を代表する女性団体（台湾女人

連線）と連絡を取り、2019 年 3 月 3 日～6

日に台湾の訪問調査を実施した。 

 

② 2019 年 10 月 1 日にソウルの国会議員

会館にて、難妊施術に関する政策討論会を

傍聴し、傍聴後に難妊家族連合会（不妊患

者団体）の会長および事務局長へインタビ

ューを行った。政策討論会には、2017 年

の難妊施術の保険適用に関わった主要な関

係者が出席していたことから、2020 年 1

月 13 日から 15 日までの日程で韓国を再訪

し、討論会出席の難妊家族連合会（会長と

事務局長の計 2 名）、ソウルマリア病院

（院長と医師 2 名の計 3 名）、保健福祉部

出産政策課（課長、課長補佐、職員の計 3

名）、国家生命倫理審議委員会（事務総

長、研究チーム長、研究員の計 3 名）に加

え、以前から交流のあったソウル国立大学

産婦人科（教授と医師の計 2 名）を訪問し

た。インタビュー調査に際しては、目的等

について事前に依頼し、承諾を得た上で日

時を調整して行った。さらに、2020 年 7

月に保健福祉部および健康保険審査評価院

が発行した調査報告書を入手し、文献的調

査を追加した。 

 

（倫理面への配慮） 

文献的調査および関係者へのインタビュー

調査のみであり、倫理面で特記すべき事項

はない。 

 

Ｃ．研究結果  

（１）台湾の低収入世帯及び中低収入世帯

の生殖補助医療費助成事業 

本事業の目的は「不妊夫婦の出産の権利を

保障し、生殖補助医療による経済的負担を

軽減し、国民が幸せな家庭を築くことを支

援し、所得の少ない不妊夫婦に生殖補助医

療を受けさせることを目的とする」（衛生福

利部公告）とあり、少子化対策というよりも

リプロダクティブライツを目的とした事業

である。助成事業の対象は、医師から生殖補
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助医療を受ける必要性を認められた法律上

の夫婦で、少なくとも一方が中華民国国籍

を有することに加え、戸籍のある直轄市と

県が認定した、低収入世帯（約14万戸）およ

び中低収入世帯（約11万戸）のみであった。 

夫婦1組につき、助成額は年間15万NTDま

での治療費全額補助であった。本助成事業

は、低所得者を対象としており、部分補助で

ないため、政府と契約した場合に契約額を

超える分を患者に請求することができず、

医療機関側に差額分の損失が生じる可能性

があるため、生殖補助医療実施登録施設85

施設は全て助成制度の契約が可能にも関わ

らず、本助成制度の指定医療機関は現在10

施設であった。2015年4月～2019年１月まで

の申請件数も、50件（治療実施済27件、中止

14件、治療中9件）で総支出額は251万NTDで

ある。治療実施済27件のうち7件で妊娠（生

産3件、流産4件）が確認されている。助成件

数の最も多い施設においても助成対象症例

は全体の2%（9/455周期、2015-2017年）であ

った。 

台湾では、生殖補助医療の規制と管理が

人工生殖法に基づき実施されている。国は、

詳細な審査項目を通じて認定施設の質を保

証し、実地監査を含む施設の許認可と連動

させることで信頼性の高い症例登録制度を

実現していた。個別の治療情報に加え、提供

者の個人情報や生殖細胞の管理状況等、長

期間にわたって管理すべき情報は国が責任

を持つ体制にあったが、出生児にとって遺

伝学上の父母を知る権利は定められておら

ず、関係者からそれを課題とする意見は見

られなかった。また、台湾では移植胚数と多

胎は減少傾向にあるものの二胚以上の移植

は一般的で、治療費の負担を軽減するため

妊娠率を高めたいという患者と医師双方の

思いが強いことがうかがわれた。 

 

（２）韓国における難妊施術の経済的支援 

患者団体が難妊施術（人工授精と生殖補助

医療）の保険収載を求める活動を行ってき

たことを受けて、2006年に難妊施術支援事

業が創設された。以降、次々に支援内容は

拡充され、2017年に患者団体の当初からの

要望であった保険適用が実現した。現在は

健康保険制度と難妊施術支援事業の二本立

ての支援を実施している。45歳未満では自

己負担率30％で生殖補助医療（新鮮胚移植

周期）4回，生殖補助医療（凍結胚移植周

期）3回，人工授精3回に加え、自己負担率

50%で生殖補助医療（新鮮胚移植周期）3

回，生殖補助医療（凍結胚移植周期）2

回，人工授精2回を受けることができる。4

5歳以上では全て自己負担率50％で同回数

が保険適用される。一定所得以下の場合、

難妊施術支援事業の併用により実質の自己

負担率を10％まで下げることができ、国民

の8～9割が対象である。訪問先の医療機関

における生殖補助医療の平均的な費用は35

0万ウォン前後であり、自己負担率30％の

場合105万ウォン前後、難妊施術支援事業

の対象であれば最終的な自己負担率は10％

で35万ウォン前後であった。 

難妊施術の保険適用では患者団体が大き

な役割を果たしていた。韓国の難妊治療支

援には幸福追求権、疾病対策、少子化対策

の3つの側面があり、高まる少子化対策の

気運と患者団体の要望が合致した。別の市

民団体からは保険料上昇の懸念や他疾患と

の公平性から反対もあったが、先行実施さ

れていた難妊施術支援事業では、出生数
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（2018年は20,854人）の形で少子化対策の

「成果」が示されていた。他の政策で明確

な成果が示されない中で、与野党からも保

険料を負担する産業界からも保険適用への

反対意見は少なく、患者団体の要望が実現

した。2019年に年齢制限が廃止された際は

医療関係者や研究者からは年齢に伴う妊娠

率低下や医学的リスクの上昇に関する懸念

も示されたが、高齢の患者がまだ少なく、

財政への影響も小さかったことから、患者

団体の「幸福追求権」の主張が認められ

た。もう一つの背景は、韓国の学会主導デ

ータベースの登録率が低く、難妊施術支援

事業では治療の把握が困難だったことであ

る。前述の難妊施術支援事業による出生数

についても、保健所が患者に電話で問い合

わせる等して把握してきたが、保険収載す

れば請求情報からデータ収集できる点も保

険適用を後押しした。現在は8～9割の治療

が保険適用されているため、保険請求実績

として住民登録番号で治療情報が自動集積

されており、将来的には母児のデータ連携

や児の長期的な健康も把握可能である。同

時に医療機関評価・現況調査も開始され、

国による難妊施術の実態把握が可能になっ

た。 

また、韓国では保険収載時に5割程度ま

で保険支払単価が引き下げられることも多

いが、難妊施術では収載前の8割程度で維

持された。難妊施術支援事業を通じて、国

が費用の実態を把握しており、韓国の難妊

施術は国際的にみて低価格であると認識し

ていたためである。さらに、訪問先の医療

機関では患者数が2割増加したこともあっ

て、保険適用は概ね好意的に受け止められ

ていた。患者は保険適用回数上限まで保険

診療で難妊施術を受けることができ、保険

適用回数を超えた場合も、同一単価で全額

自己負担の医療を受けられる。一方で保険

適用基準は詳細に定められており、柔軟性

を欠く基準によって診療が制約される場合

もあるという。韓国では混合診療が認めら

れているが、経済的理由から、保険給付さ

れない薬剤の使用は難しいのが現状であ

る。製薬企業と薬価の合意に至らず、保険

収載が見送られた薬剤（一部のゴナドトロ

ピン製剤等）は使用が困難になっていた。 

また、2019年に保健福祉部と健康保険審

査評価院は、母子保健法等に基づいて、13

2の人工授精指定医療機関と148の人工授

精・生殖補助医療指定医療機関に対し、機

関調査票と施術記録票（2018年に実施され

た、保険対象外を含む全施術）の提出を求

め、2020年7月に医療機関評価と現況に関

する報告書10が発行された。機関調査票で

は難妊施術医療機関の指定基準に係る内容

について、施術記録票では一施術ごとに患

者氏名と住民登録番号、臨床的背景、治療

の詳細、妊娠の有無についてオンライン入

力が行われた。健康保険審査評価院は国民

が医療機関選択に活用できるよう、評価指

標に基づく評価区分等について医療機関別

に公表している。医療機関に対しては自律

的な質の向上を誘導する目的で、当該施設

の評価結果や全国平均との比較を提供し

た。保険請求実績と本調査との齟齬や治療

実績、請求内容等に基づいて、15機関には

実地監査も行われたという。2018年には人

工授精が36,042件、生殖補助医療が101,655

件報告され、年齢別には、人工授精は30～

34歳、生殖補助医療は35歳～39歳の年齢層

に多く分布していた。妊娠率等の治療成績
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については一切公表されなかったが、妊娠

率の評価や施設間の比較に対する医療機関

側の抵抗感が強かったことが影響したとみ

られる。 

 

Ｄ．考察 

 台湾の助成事業は、訪問時点では予算の

不足から全体の3％にあたる低所得世帯の

みが対象で、制度開始以来の申請件数も50

件と少なかった。予算不足と低所得者支援

の観点から、部分補助ではなく、全額補助方

式を採用し、定額を超える分は医療機関の

負担となるため大きな反発を招いていた。

不妊に対する社会的関心が十分高まってい

なかったこと、生殖医療が高額所得者を対

象とした治療と考えられていたこと、そし

て予算の制約が相互に関連しあい、本来助

成を必要とする中間層に支援が届かない状

況を生み出しているように見えた。不妊治

療に対する支援が真に少子化対策になるか

は議論があるものの、わが国では不妊と少

子化を関連付けたことが不妊に対する予算

の確保と国民的関心の増加につながった可

能性がある。 呉教授によれば、その後、2

020年の出生数激減を受けて台湾の生殖補

助医療への公費負担は2021年7月に大きく

拡大した。現在は低所得世帯に限らず、女性

が40歳未満で最大6回、女性が44歳まで最大

3回、初回は10万NTD、以降各回6万NTDの補

助となったとのことである。指定医療機関

数も93院まで増加しており、少子化対策と

しての大幅な支援拡大となっている。 

 一方、韓国では当初より少子化対策の一

環として、難妊施術の経済的支援を急速に

拡大していた。2017年の難妊施術の保険適

用では、保険支払単価は保険収載前の8割程

度と減額幅が小さく、難妊施術支援事業と

の併用によって患者自己負担額も軽減され

ていたことから、医療機関と患者の双方が

好意的に受け止めていた。さらに、保険適用

後は国が治療情報を収集・管理することに

なり、治療状況の実態も把握しやすくなっ

ていた。 

韓国の生殖補助医療単価は国際的水準か

ら見て低いことで知られるが、さらに自己

負担率を実質1割まで軽減していた。多くの

先進諸国が生殖補助医療の公費負担回数を

3～4回に設定していることを踏まえると、

韓国では世界で最も低いレベルの個人的経

済的負担で、多くの生殖補助医療を受けら

れるといえる。 

日韓台とも若年層の所得と雇用の不安定

性、養育費・教育費の負担、結婚と子供に対

する価値観の変化、女性の高学歴化と労働

市場参入、子育て支援の不足など共通の背

景のもと少子高齢化を経験している。少子

化対策と連動する形で不妊治療への国民的

関心は高まり、日本でも2022年4月より不妊

治療の保険適用範囲が大幅に拡大されたと

ころであるが、背景にある社会的課題の解

決なくして少子化の改善は難しい。各国の

長期的な政策のゆくえも注視していく必要

がある。 

韓国では保険適用を症例登録制の構築に

活用していた。請求実績は住民登録番号で

自動集積され、個人別データが集積されて

いる。健康保険審査評価院は保険対象外の

治療も含めて全症例の調査を実施し、請求

実績との整合性を確認していた。一方で、保

険適用前の難妊施術は健康保険審査評価院

による評価事業の対象外で、同様の調査は

行われていなかったため、難妊施術に関わ
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る政策評価が将来的に可能かは不明である。

わが国の生殖医療オンライン登録は日本産

科婦人科学会が自主的に運営するもので法

的強制力はないが、ほぼ100％の報告率で、

出生までの追跡率も97％と大規模かつ精度

も高いが、品質保証の仕組はなかった。わが

国でも2022年度以降、保険請求件数との整

合性を検討することで、データベースの妥

当性について確認できるだろう。一方で、生

殖医療オンライン登録では個人番号を用い

ておらず施術毎のデータしかない。母子の

データ連結も不可能であり、児の長期予後

の追跡は困難である。今後、わが国で品質保

証された個人別データベースをどのように

整備するかも課題である。 

 

Ｅ．結論 

社会文化的背景に共通点の多い台湾、韓

国における不妊治療支援政策は、わが国で

の保険適用範囲の拡大を考えるにあたって

有用であった。東アジア諸国の不妊治療支

援政策の将来的な評価や持続可能性など、

長期的政策のゆくえを今後も注視していく

必要がある。 

 

Ｇ．研究発表 

（原著論文） 

前田恵理, 石原理, 左勝則, 李廷秀, 小林廉

毅．韓国における人工授精および生殖補助

医療の公費負担状況―保険適用の背景と影

響に関する訪問調査．公衆衛生 86:84-90, 

2022 

 

（学会発表） 

前田恵理. シンポジウム. 不妊治療の保険

適用は少子化対策となるか. 韓国・台湾に

おける不妊治療への経済的支援の拡大. 第

66 回日本生殖医学会学術講演会・総会, 

2021, 米子. 

 

Maeda E. International Symposium. How can 

we support infertile couples without health 

insurance? Perspective from public health 
(Japan). The 37th Annual Meeting of Japan 

Society of Fertilization and Implantation. 2019, 

August 2, Tokyo 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 
総合分担研究報告書 

「不妊に悩む方への特定治療支援事業」のあり方に関する医療政策的研究 
子宮内膜調整法が周産期予後に及ぼす影響に関する検討 

 
研究分担者 齊藤和毅 東京医科歯科大学大学院 茨城県小児周産期地域医療学講座 助教 

 
Ａ.研究目的 
 近年わが国において生殖補助医療は広く
認知され、高年のみならず若年カップルに
おいても多数実施されるようになった。今
後ますます生殖補助医療が普及すると予測
される一方で、過去に不妊治療に伴う多胎
が周産期医療を圧迫した事例があったよう
に、生殖補助医療と周産期医療は密接に関
わっている。未だわが国の周産期医療は充
足しているとは言い難く、全国的な産婦人
科医の不足は解消されていない。そのため
生殖医療が周産期医療全体にどのような影

響を及ぼすかを明らかにすることは、生殖
医療の普及を考える上で避けられない課題
である。 
これまでの生殖補助医療に関する研究

は、治療効果の指標として妊娠率や生産率
が度々用いられていた。また周産期への影
響に関しても、新生児予後に関する研究は
多数ある一方で、母体予後に関する知見は
限られていた。以前は生殖補助医療での妊
娠は事例が比較的少ないことから、体外受
精での妊娠はやや特別視のもと管理されて
きたが、生殖補助医療が標準的な治療とし

研究要旨： 近年の生殖補助医療の普及により、治療の実施件数および治療による
出産数は増加している。生殖補助医療と周産期医療は密接に関わる一方で、未だ生
殖医療が周産期予後に与える影響は十分に解明されていない。研究分担者はこれま
で凍結融解胚を移植した際に、着床環境をホルモン補充により調整した場合には、
自然排卵で調整した場合と比較して癒着胎盤や妊娠高血圧症のリスクが増加するこ
とを報告してきた。本研究では、重篤な周産期合併症である子宮内反症に着目して
調査を行うと共に、子宮内膜調整法と分娩の進行の関連について解析を行った。そ
の結果、2012年から2015年までの生殖補助医療による妊娠で発症した子宮内反症
の実に98％以上が凍結胚移植後に発生しており、さらに子宮内膜調整法が明らか
なものは全てホルモン補充により調整されていることが明らかとなった。また、軟
産道強靭、微弱陣痛、分娩遷延などの分娩進行に関わる異常のリスクがホルモン補
充周期で高いことが示された。本研究で得られた知見は、生殖医療が周産期予後に
影響を及ぼすことを明示し、ホルモン補充による着床環境の調整は子宮と胎盤の接
着や分娩の進行に影響を及ぼすことを裏付けるものである。本研究で示されるよう
に、生殖医療と周産期医療はである。生殖補助医療を推進した場合に周産期医療全
体にどのような影響を及ぼしうるのか、今後とも継続的な評価が必要である。 
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て普及した今改めてその周産期医療への影
響を評価する必要がある。 
 この点に関しては、本課題の他の分担研
究者でもある石原らが凍結融解胚移植後の
妊娠では新鮮胚移植後の妊娠と比較して、
妊娠高血圧症や癒着胎盤のリスクが上昇す
ることを報告している。しかしそのリスク
の差を生む背景にある病態は不明であっ
た。そのため、本研究分担者は凍結融解胚
移植の際の子宮内膜の調整法に着目してさ
らに詳細に解析を行い、凍結融解胚移植を
行う際に自然の卵胞発育および排卵に伴う
ホルモン環境により着床環境を調整した群
では、ホルモン剤を使用して調整した群と
比較して妊娠高血圧症や癒着胎盤のリスク
が低く、妊娠糖尿病のリスクが高くなるこ
とを明らかとした。この研究において、時
として死に至る重篤な合併症である子宮内
反症も、ホルモン補充周期でリスクが高ま
る可能性が示された。しかしその頻度の低
さゆえに十分な解析を行うことは困難であ
った。また本研究分担者は、ホルモン剤を
用いて着床環境を調整した群では分娩時期
が遅くなり、過期産のリスクが高まること
も報告した。過期産では母児ともに周産期
予後が悪化するため、この結果は生殖補助
医療の内容に応じた厳重な周産期管理が必
要なことを示すものである。 
以上より、その重篤性を考慮して子宮内

反症に関して調査対象を拡大すると共に、
分娩の進行に関わる異常の発症リスクに関
わる因子を検討した。 
 
Ｂ．研究方法 
 日本産科婦人科学会の倫理委員会の承認
を得て、日本産科婦人科学会のARTオンラ

イン登録データを入手した。 
 2012年から2015年までの入手した治療
データのうち、凍結融解胚移植を行った症
例を抽出し、さらに出産まで至った症例に
限定した。これらのうち、子宮内反症が起
きた症例を分娩時合併症の自由記載欄の記
載をもとに抽出した。また同様に、分娩進
行に関わる異常として微弱陣痛、分娩遷
延、分娩停止が起きた症例を抽出した。 
 抽出した合併症症例に関しては、その発
症要因に関して検討するために女性年齢、
分娩時期、分娩方法、子宮内膜調整法を含
めた生殖補助医療の治療方法などを検討
し、発症に影響を及ぼす特定の因子の有無
を検討した。 
 
（倫理面への配慮） 
本研究は、成育医療研究センターの倫理委
員会の承認を得て実施されている。 
 
C．研究結果 

2012年から2015年までに日本で実施さ
れた生殖補助医療は1,512,417周期（2012
年326,297周期、2013年368,642周期、
2014年393,558周期、2015年423,920周
期）であった。このうち新鮮胚を用いた治
療は920,693周期、凍結胚を用いた治療は
591,724周期で実施されており、生産分娩
に至った治療周期は新鮮胚の移植で40,459
周期、凍結融解胚の移植で132,804周期で
あった。 

 生産分娩に至った173,263症例のう
ち、子宮内反症は75例（2012年13周期、
2013年19周期、2014年23周期、2015年20
周期）確認された（表１）。このうち、新
鮮胚移植による妊娠は1例であり、凍結融



80 
 

解胚移植が74例であった（図１）。さら
に、凍結融解胚移植のうち、子宮内膜調整
法の情報がある39周期は全てホルモン補充
周期であった。さらに分娩方法に関して
は、75例の子宮内反症症例はいずれも経腟
分娩が行われていた。また17例で大量出
血、弛緩出血、出血性ショックもしくは輸
血のいずれかが報告されており、1症例で
は開腹手術による子宮整復、2症例では子
宮全摘術が行われていた。また20症例にお
いて癒着胎盤との合併が報告されていた。
内反症症例における治療開始時の女性の満
年齢は平均34.39歳、標準偏差4.47歳であ
り、分娩週数は平均39.52週、標準偏差
1.07週であった。以前2,014年の日産婦の
ART登録データをもとに報告した論文で
は、ホルモン補充周期後妊娠の平均分娩週
数および標準偏差は38.6±2.2週であり、
また治療開始時の女性年齢の平均および標
準偏差は35.3±4.0歳であった。 
分娩の進行に関わる異常に関しては、微

弱陣痛症例は137例（2012年29周期、2013
年27周期、2014年49周期、2015年32周
期）、分娩遷延症例は36例（2012年5周
期、2013年9周期、2014年9周期、2015年
13周期）、分娩停止症例は238例（2012年
27周期、2013年58周期、2014年93周期、
2015年60周期）確認された（表２）。こ
のうち、新鮮胚移植による妊娠は微弱陣痛
26例、分娩遷延4例、分娩停止69例であ
り、凍結融解胚移植は微弱陣痛111例、分
娩遷延32例、分娩停止169例であった。カ
イ二乗検定では微弱陣痛（p<0.001）と分
娩遷延(p=0.002)において2群間に有意な差
を認めたものの、分娩停止に関しては有意
な差を認めなかった（表２）。 

これら分娩の進行に関わる異常につき、
子宮内膜調整法が及ぼす影響に関して一般
化推定方程式を用いて解析した。交絡因子
として母体年齢、移植時の胚の発育段階、
移植拝趨、ARTの適応、Assisted hatching
の有無を用いて調整した結果、微弱陣痛は
rate ratio 2.40（95%信頼区間1.51-
3.79）、分娩遷延はrate ratio 2.69（95%
信頼区間1.05-6.87）であり子宮内膜調整
法は独立したリスク因子であることが示唆
された（表３）。一方で分娩停止に関して
はrate ratio 1.35（95%信頼区間1.00-
1.81）であった。ただし、ホルモン補充周
期移植後の妊娠では自然周期での移植後妊
娠と比較して分娩時期が遅くなることから
出生時の体重は重くなる傾向があり、胎児
因子が分娩の進行に影響を及ぼす可能性も
ある。 
 
 
D．考察 
 2012年から2015年の間にわが国で生殖
補助医療後に発症した子宮内反症のうち、
98.7%（74/75例）が凍結融解胚移植後で
あった。さらに、これら凍結融解胚移植後
の妊娠において、移植時の子宮内膜調整法
のデータが辿れるものは全てホルモン補充
により子宮内膜が調整されていた。また分
娩はいずれも経腟分娩で行われていた。 
 先行研究では排卵周期およびホルモン補
充周期での凍結融解胚移植後の妊娠につい
て解析を行い、子宮内反症は全てホルモン
補充周期後に発生することが明らかになっ
ていた。本研究では調査対象を新鮮胚移
植、およびその他の子宮内膜調整法を含む
凍結融解胚移植に拡大して調査を行った。
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その結果、先行研究で示されたホルモン補
充周期での胚移植と子宮内反症の関連が改
めて強調された。子宮内反症のほぼ全例が
凍結融解胚移植後であるため、この治療プ
ロセスの何かしらの因子が発症に関与する
ことが推察される。さらに、卵子提供が禁
止されているわが国においては、ホルモン
補充による子宮内膜調整は凍結融解胚移植
でのみ可能な方法である。各治療法におけ
る出生児数の割合をみると、本調査では子
宮内反症症例はホルモン補充周期での凍結
融解胚移植に著しく偏っていることから、
ホルモン補充は子宮内反症の発症要因を考
察する上で大変重要である。 
 子宮が内反するにあたり、最も重要な因
子は癒着胎盤である。実際本調査でも、子
宮内反症をおこした症例の26.7％が癒着胎
盤を合併していた。先行研究で明らかにな
った通り、ホルモン補充周期での凍結胚移
植は癒着胎盤のリスクを増加させるため、
胎盤の異常な癒着を介して子宮内反症のリ
スク上昇に寄与する可能性がある。 
 とくに重要な点として、子宮内反症の全
てが経腟分娩で発症していたことが挙げら
れる。子宮内反症のうち３例で治療のため
に子宮摘出術や開腹手術での整復が行われ
ていること、17例で多量出血を呈している
ことからも分かるように、本症は命に係わ
る重篤な合併症である。本調査で子宮内反
症のすべてが経腟分娩で起こっている理由
としては、帝王切開で同じ状態になった場
合に診断は、子宮内反症ではなく癒着胎盤
となることが推察される。そのため、子宮
内反症が経腟分娩でしか発生しないと論ず
ることは無意味である。しかし、子宮内反
症が手術室のない分娩施設であったり、通

常の分娩体制の中で突然に発症する可能性
があることを明示している。今回の年齢や
分娩週数などの検討では発症を予測する要
因は現時点では明らかにはならなかった。
しかし、合併症発症症例を詳細に検討する
ことで、発症に関わる因子が明らかになる
ものと思われる。 
 また、同期間に生殖補助医療後に出生し
た児のうち、微弱陣痛、分娩遷延、分娩停
止の記録を認めたものは全体の0.48%
（411/86,073例）であった。これらは概し
てホルモン補充周期で生じる傾向にあり、
多変量解析の結果ホルモン補充周期による
子宮内膜調整は微弱陣痛と分娩遷延の発症
における独立したリスク因子であることが
示された。 
 先行研究ではホルモン補充周期での胚移
植後に妊娠した患者は自然排卵周期で移植
し妊娠した患者と比較して分娩の時期が遅
くなり、過期産のリスクが上昇することが
明らかになっていた。分娩が進行するため
には、十分な強さの陣痛すなわち子宮収縮
が起きること、およびその結果子宮頸管が
開大することが必須である。本研究ではホ
ルモン補充周期で移植した群において微弱
陣痛と分娩遷延が有意に多いことが示さ
れ、妊娠初期の着床環境が陣痛にまで影響
を及ぼすことを示唆する点で大変興味深
い。このことはまた、未だ十分に解明され
ていない陣痛発来のメカニズムを考察する
上でも有用な知見ともいえる。 
 本解析で確認された微弱陣痛、分娩遷延
および分娩停止の症例数は少なく、一般的
な発生頻度と比較しても少ない。このこと
は、本解析で用いたデータベースにおいて
これらの事象が自己申告で記載されるもの
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であるゆえに、多くが記載されずに漏れて
いるものと推測される。生命にかかわるよ
うな重篤な合併症であればデータベースに
登録される可能性が高まる一方で、微弱陣
痛（陣痛が弱い）や分娩遷延（分娩に時間
を要する）といった事象は即生命に影響を
及ぼす類の異常ではないため、場合によっ
ては患者本人にも正確な病名が告げられて
いないことすら考えられる。そのような点
を加味すると、これら分娩の進行に関わる
異常の発生頻度に関しては注意して理解す
る必要がある。一方で、ホルモン補充周期
での妊娠であれ自然排卵周期での妊娠であ
れ、これら分娩の進行に関わる異常が記載
される可能性は2群間で同等であるものと
推測される。すなわちこの2群間で認めた
頻度の差は、その多くが記載から漏れてい
ることが予想されるとはいえ、実際の2群
間における発生頻度の差を反映しているも
のと考えられる。 
 これまでに得られたホルモン補充周期で
の移植後妊娠では周産期合併症のリスクが
上昇する知見も併せて考えると、本治療法
で分娩の進行にも胎盤が何等かの形で寄与
することが示唆される。未だその詳細なメ
カニズムは解明されていないものの、分娩
が遷延した場合には母児の周産期予後が悪
化するため、そのことが予測される場合に
はあらかじめ適切な管理を行う必要性があ
る。 
 
E．結論 
本研究により、子宮内反症の多くがホル

モン補充周期における凍結融解胚移植で発
症していること、全症例が経腟分娩で発症
していることが明らかとなった。また、移

植時の子宮内膜調整法により分娩の進行が
影響を受けることも明らかとなった。生殖
補助医療と周産期医療は切り離せない関係
であるため、生殖補助医療の普及が周産期
医療に与える影響は継続して注視する必要
がある。 
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表1．子宮内反症症例 年次別 治療情報 

 
 
図1．子宮内反症 生殖補助医療内容 内訳 

 
表2．分娩進行に関わる異常の経時変化 
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表3．分娩進行に関わる異常の率比 



85 
 

                                                                                                 
別紙４                                                                                           
                                                                                                 

研究成果の刊行に関する一覧表 
                                                                                                 
      書籍                                                                                        

 著者氏名  論文タイトル名 書籍全体の 
 編集者名 

 書 籍 名 出版社名  出版地 出版年  ページ 

左勝則、梶
原健、石原
理 

領域別症候群シリ
ーズ No.3「内分
泌症候群（第3版）
 Ⅲ –その他の内
分泌疾患を含めて
-」 

日本臨牀 卵巣過剰刺激
症候群 別冊 

日本臨牀
社 

 2019 233-8 

左勝則、石
原理.  

 久慈直昭ら
編 

今すぐ知りた
い！不妊治療
Q & A- 基礎
理論からDecis
ion Makingに
必要なエビデ
ンスまで. 

医学書院  2019 326-327 

Ishihara O, 
Banker M, 
Fu B 

ART Surveillance 
in Asia.  

Ed. By Kiss
in DM et al 

Assisted Repro
ductive Techn
ology Surveilla
nce 

Cambridg
e Univers
ity Press 

 2019 133-41 

左勝則、石
原理 

世界のガイドライ
ン 

池田 智明
ら 

生殖医が知っ
ておくべきこ
と、産科医が
できること 
生殖と周産期
のリエゾン 

診断と治
療社 

 2020 P179-184 

 
                                                                                                 
      雑誌                                                                                        

  発表者氏名 論文タイトル名 発表誌名 巻号 ページ 出版年 

Jwa SC, Nakashi
ma A, Kuwahara 
A, Saito K, Irahar
a M, Sakumoto 
T, Ishihara O, Sai
to H 

Neonatal outcomes following 
different ovarian stimulation 
protocols in fresh single 
embryo transfer. 

Sci Rep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28;9(1) 3076 2019 



86 
 

Ishihara O, Jwa S
C, Kuwahara A, I
shikawa T, Kugu 
K, Sawa R, Bann
o K, Irahara M, 
Saito H 

Assisted reproductive 
technology in Japan: a 
summary report for 2016 by 
the Ethics committee of the 
Japan Society of Obstetrics 
and Gynecology. 

Reprod Med 
Biol 

 1-10 2018 

Jwa SC, Jwa J, K
uwahara A, Irahar
a M, Ishihara O, 
Saito H 

Male subfertility and the risk 
of major birth defects in 
children born after in vitro 
fertilization and 
intracytoplasmic sperm 
injection: a retrospective 
cohort study. 

BMC 
Pregnancy 
Childbirth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19(1) 

 
192 2019 

Ishihara O, Jwa S
C, Kuwahara A,K
atagiri Y, Kuwaba
ra Y, Hamatani T,
 Harada T, Ichika
wa T. 

Assisted reproductive 
technology in Japan: a 
summary report for 2017 by 
the Ethics committee of the 
Japan Society of Obstetrics 
and Gynecology. 

Reprod Med 
Biol 

19(1) 3-12 2019 

Saito K, Kuwahar
a A, Ishikawa T, 
Morisaki N, Miya
do M, Miyado K, 
Fukami M, Miyas
aka N, Ishihara 
O, Irahara M, Sait
o H. 

Endometrial preparation 
methods for frozen-thawed 
embryo transfer are 
associated with altered risks 
of hypertensive disorders of 
pregnancy, placenta accreta, 
and gestational diabetes 
mellitus. 

Hum Reprod  

 
34 1567-1575 2019 

Saito K, Kuwahar
a A, Ishikawa T, 
Morisaki N, Miya
do M, Miyado K, 
Fukami M, Miyas
aka N, Ishihara 
O, Irahara M, Sait
o H 

Reply: Artificial cycle 'per se' 
or the specific protocol of 
endometrial preparation as 
responsible for obstetric 
complications of frozen 
cycle? 

Hum Reprod  

 
34 2554-2555 2019 

Ishihara O, Jwa S
C, Kuwahara A,K
atagiri Y, Kuwaba
ra Y, Hamatani T,
 Harada T, Ichika
wa T. 

Assisted reproductive techn
ology in Japan: a summary 
report for 2018 by the Ethi
cs committee of the Japan 
Society of Obstetrics and 
Gynecology. 

Reprod Med B
iol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20(1) 3-12 2020 



87 
 

Ishihara O, Klein 
BM, Arce JC 

Randomized, assessor-blind, 
antimullerian hormone-strati
fied, dose-response trial in 
Japanese in vitro fertilizatio
n/intracytoplasmic sperm inj
ection patients undergoing 
controlled ovarian stimulati
on with follitropin delta. 

Fertil Steril S0015-0282
(20) 

32631-5 2020 

Jwa SC, Seto S, 
Takamura M, Ku
wahara A, Kajihar
a T, Ishihara O. 

Ovarian stimulation increase
s the risk of ectopic pregn
ancy for fresh embryo tran
sfers: an analysis of 68,851
 clinical pregnancies from t
he Japanese Assisted Repro
ductive Technology registry. 

Fertil Steril 114(6) 1198-1206 2020 

Seto S, Jwa SC, 
Namba A, Indo 
A, Kajihara, T, Is
hihara O. 

Klebsiella pneumoniae-induc
ed pyogenic liver abscess s
econdary to oocyte pick-up. 

Taiwan J Obst
et Gynecol 

(in press)  2021 

Tamura S, Jwa S
C*, Tarumoto N, 
Ishihara O. 

Septic Shock Caused by Fu
sobacterium Necrophorum a
fter Sexual Intercourse duri
ng Recovery from Infectiou
s Mononucleosis in an Ado
lescent: A Case Report. 

J Pediatr Adol
esc Gynecol 

33(5) 566-569. 2020 

Ichikawa D, Jwa 
SC, Seto T, Taru
moto N, Haga Y, 
Kohno K, Okagak
i R, Ishihara O, 
Kamei Y. 

Successful treatment of sev
ere acute respiratory distres
s syndrome due to Group 
A streptococcus induced to
xic shock syndrome in the 
third trimester of pregnancy
-effectiveness of venoarteria
l extracorporeal membrane 
oxygenation: A case report. 

J Obstet Gynae
col Res 

 

46(1) 167-172 2020 

Iba A, Maeda E, 
Jwa SC, Yanagisa
wa-Sugita A, Sait
o K, Kuwahara 
A, Saito H, Terad
a Y, Ishihara O, 
Kobayashi Y 

Household income and med
ical help-seeking for fertilit
y problems among a repres
entative population in Japa
n. 

Reprod Health  

 
18 165 2021 



88 
 

Jwa SC, Ishihara 
O, Kuwahara A, 
Saito K, Saito H, 
Terada Y, Kobaya
shi Y, Maeda E. 

Cumulative live birth rate 
according to the number of 
receiving governmental 
subsidies for assisted 
reproductive technology in 
Saitama Prefecture, Japan: A 
retrospective study using 
individual data for 
governmental subsidies. 

Reprod Med B
iol 

20 451-459 2021 

Jwa SC, Ishihara 
O, Kuwahara A, 
Saito K, Saito H, 
Terada Y, Kobaya
shi Y, Maeda E. 

Social capital and use of 
assisted reproductive 
technology in young couples: 
Ecological study using 
application information for 
government subsidies in 
Japan. 

 

SSM - Populat
ion Health.  

16 100995 2021 

左勝則  多嚢胞性卵巣におけるアロ
マターゼ阻害薬レトロゾー
ルによる排卵誘発. 

臨床婦人科産

科 
73. 12 1217-1221 2019 

石原理  

 
生殖医療のこれからの課題 医学と薬学 76(1) 53-56 2019 

石原理   

 
本邦のARTの成績 臨床泌尿器科 73(13) 962-6 2019 

石原理 生殖医療と胚研究の規制の
あり方  

Precision 
Medicine 

 

2(14) 1344-7 2019 

梶原  健 ,  左  勝
則, 高村 将司 

子宮内膜症をもつ患者に産
婦人科処置を行う際には骨
盤内感染・卵巣膿瘍に要注
意! ART手技を含めて. 

臨床婦人科産
科 

74巻6号 579-583 2020 

石原理 海外における生殖医療とわ
が国の法的状況 

日本医師会雑
誌 

148(120) 24232426 2020 

前田恵理 
 

 

不妊症とQOL 産科と婦人科  88 325-329 2021 

前田恵理, 石原

理, 左勝則, 李廷

秀, 小林廉毅． 

韓国における人工授精およ
び生殖補助医療の公費負担
状況―保険適用の背景と影
響に関する訪問調査 

公衆衛生 86 84-90 2022 

 
 


